
第
七
十
七
卷

第
三
號

�
成
三
十
年
十
二
�
發
行

高
麗
�
�
王
師
任
命
と
國
際
�
勢

中

村

慎

之

介

序
論

第
一
違

圓
空
國
師
智
宗
の
生
涯

第
一
�

圓
空
國
師
智
宗
の
生
涯
の
槪
略

第
二
�

智
宗
と
關
係
の
あ
る
僧
侶

第
二
違

光
宗
～
穆
宗
時
代
の
外
�
と
佛
敎

第
一
�

光
宗
の
外
�
と
佛
敎

第
二
�

六
代
成
宗
～
七
代
穆
宗
の
外
�
と
智
宗

第
三
違

顯
宗
の

生
と
佛
敎

第
一
�

顯
宗
卽
位
の
背
景

第
二
�

顯
宗
卽
位
後
の
智
宗
の
活
動

結
語
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序

論

高
麗
は
九
一
八
〜
一
三
九
二
年
の
四
七
五
年
に
亙
り
現
在
の
�
鮮

島
を
中
心
と
し
た
地
域
に
存
在
し
た
國
で
あ
る
︒
本
稿
が
高
麗
の
王
師

を
テ
ー
マ
に
揭
げ
る
の
は
︑
硏
究
�
上
ど
の
宗
�
か
ら
王
師
と
國
師
が
出
さ
れ
た
か
が
高
麗
に
お
け
る
宗
�
の
勢
力
の
優
劣
を
測
る
基
準
の
一

つ
と
さ
れ
て
き
た
か
ら(1

)
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
王
師
に
�
目
す
る
こ
と
で
︑
高
麗
の
政
治
に
密
接
な
關
係
の
あ
る
佛
敎
と
外
�
と
を
�
機
�
に

結
び
つ
け
る
怨
た
な
視
座
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
王
師
と
は
高
麗
國
王
が
弟
子
の
禮
を
と
る
僧
侶
で
︑
高
麗
�
�
に
は
�
贈
し
た
事
例(2

)
を
除
く
と
十
八
人
の
王
師
が
確
�
さ
れ
る

(表
1
)
︒
ま
た
︑
高
麗
國
王
が
弟
子
の
禮
を
と
る
僧
侶
と
し
て
國
師
も
い
た

(表
2
)
︒
國
師
と
王
師
に
つ
い
て
︑
許
興
�
と
朴
胤
珍
の
硏
究
が

重
�
で
あ
る
︒
許
興
�
は
︑
高
麗
�
�
の
國
師
と
王
師
は
國
王
と
民
衆
を
敎
�
す
る
機
能
を
持
ち
︑
國
王
よ
り
形
式
上
身
分
が
高
い
存
在
で
あ

る
が
︑
實
質
�
な
權
限
を
持
っ
て
い
な
い
象
 
�
な
存
在
で
あ
り
︑
ま
た
國
師
の
方
が
王
師
に
比
べ
て
身
分
が
高
い
存
在
で
あ
る
と
理
解
し
た(3

)
︒

許
興
�
の
見
解
が
長
ら
く
!
說
と
な
っ
て
い
た
が
︑
こ
れ
に
衣
議
を
唱
え
た
の
が
朴
胤
珍
で
あ
る
︒
朴
胤
珍
は
︑
高
麗
�
�
の
王
師
は
國
王
の

代
わ
り
に
佛
敎
界
を
瓜
合
・
瓜
制
す
る
な
ど
の
具
體
�
な
活
動
を
し
て
い
た
の
に
對
し
︑
國
師
は
國
王
の
師
匠
と
な
っ
た
高
僧
に
與
え
ら
れ
る
︑

謂
わ
ば
名
譽
稱
號
で
あ
る
と
す
る
說
を
提
唱
し
た
︒
そ
の
上
で
朴
胤
珍
は
高
麗
�
�
の
王
師
の
機
能
に
つ
い
て
以
下
の
四
點
を
擧
げ
て
い
る
︒

①
王
の
#
命
の
祈
�
︑
祈
雨
祭
の
%
催
な
ど
の
祈
伏
活
動
︒
②
僧
侶
た
ち
の
瓜
合
︒
③
佛
敎
界
の
論
爭
の
解
&
を
圖
る
︒
④
國
王
と
民
衆
の
敎

�(
4
)

︒朴
胤
珍
の
見
解
は
槪
ね
�
確
だ
と
思
う
が
︑
王
師
の
機
能
に
關
す
る
分
析
は
靖
宗
七
年

(
一
〇
四
一
)
に
王
師
に
任
じ
ら
れ
た
決
凝
以
影
の

人
物
を
中
心
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
高
麗
�
�
の
佛
敎
制
度
が
整
備
さ
れ
た
光
宗
代
〜
顯
宗
代

(九
四
九
〜
一
〇
三
一
)
ま
で
に
つ
い
て
は
坦
�
と

惠
居(

5
)

の
み
を
分
析
の
對
象
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
�
料
狀
況
を
踏
ま
え
た
時
に
︑
光
宗
代
か
ら
顯
宗
代
に
活
)
し
︑
顯
宗
代
に
王
師
に
任
じ

ら
れ
た
智
宗
の
分
析
が
必
須
と
な
ろ
う
︒
彼
の
一
生
は
﹁
高
麗
國
原
州
賢
溪
山
居
頓
寺
故
王
師
î
�
光
天
*
照
至
覺
智
滿
圓
默
寂
然
�
�
大
禪
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表 1 高麗��の王師

稱名 僧名 宗� 生歿年 王師在任時� 關聯寺刹 典 據

法鏡大師 慶+ 禪宗 871〜921 太祖初〜4 五龍寺 『總覽』

眞空大師 忠湛
禪宗
(鳳林山)

869〜940 ？〜太祖 23 興法寺 『�』卷 2

靜眞大師 兢讓 禪宗 887〜965 光宗 2〜7 鳳嚴寺 『總覽』

惠居國師
(弘濟-者)

智□ 禪宗 899〜974
定宗 2〜
光宗 19

 陽寺 『高麗佛敎�硏究』

法印國師 坦� 華嚴宗 900〜975 光宗 19〜26 �頓寺 『�』卷 2

圓空國師
智宗
(神則)

禪宗 930〜1018 顯宗 4〜9 居頓寺 『總覽』

大智國師 法鏡 法相宗 ？
顯宗 11〜
德宗元年

玄�寺
『�』卷 4･5、『總覽』、
『玄�寺碑』

圓融國師
決凝
(î日)

華嚴宗 964〜1053
靖宗 7〜
�宗元年

2石寺 『�』卷 7、『總覽』

î炤國師 鼎賢 法相宗 972〜1054 �宗 3〜8 七長寺 『總覽』

智光國師
海麒
(巨龍)

法相宗 984〜1069
�宗
10〜12

法泉寺 『�』卷 8、『總覽』

景德國師 爛圓 華嚴宗 998〜1065
�宗
12〜20

福興寺
『�』卷 8、『高麗墓誌
銘集成』、「海麟碑」

î德王師
韶顯
(範圍)

法相宗 1038〜1096
肅宗元年
(�封)

金山寺 『總覽』

5詵 禪宗？ 827〜898 肅宗代に�封 玉龍寺 『東�6』

？ 德昌 法相宗
睿宗卽位年〜
(睿宗 2？)

『�』卷 12

惠照國師
(î炤國師)

曇眞 禪宗
睿宗 2〜
睿宗 9

『�』卷 12・13

元景王師 樂眞 華嚴宗 11c後？
睿宗 9〜 (睿
宗12以�？)

般若寺 『�』卷 13・『總覽』

？
德緣
(德淵)

法相宗
睿 宗 12〜
仁宗卽位年

『�』卷 14 ･ 15、『總覽』、
「(僧)金德8墓誌銘」

圓應國師
學一
(9渠)

禪宗 1052〜1144
仁宗卽位年
〜仁宗 22

雲門寺 『�』卷 14、『總覽』

大鑑國師 坦然 禪宗 ?〜1158
仁宗 23〜
毅宗 12

斷俗寺 『總覽』

正î王師 曇休 法相宗 ？
(睿宗代に
活動)

？ ｢(僧) 金義光墓誌銘」



師
贈
諡
圓
空
國
師
:
妙
之
塔
碑
銘
幷
序(6

)
﹂
(以
下
﹁
智
宗
碑
�
﹂)
に

詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
︑
�
料
狀
況
の
惡
い
光
宗
代
か
ら
顯
宗
代
初

�
を
理
解
す
る
上
で
の
貴
重
な
�
報
を
提
供
す
る
︒

ま
た
︑
宣
和
五
年

(一
一
二
三
)
に
北
宋
か
ら
高
麗
を
訪
れ
た
徐

兢
の
﹃
宣
和
奉
;
高
麗
圖
經
﹄
卷
十
八
︑
國
師
︑
に
は
﹁
國
師
の
稱

は
︑
蓋
し
中
國
の
僧
職
綱
維
�
る
が
如
き
な
り
︒
其
の
上
一
等
︑
之

を
王
師
と
謂
ふ
︒
王
見
れ
ば
則
ち
之
を
拜
す
︒
(中
略
)
阿
闍
梨
大

德
︒
(中
略
)
國
師
・
三
重
大
師
は
數
人
を
<
ぎ
ざ
れ
ど
も
︑
阿
闍

梨
一
等
は
人
數
極
め
て
衆
し(

7
)

︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
國
師
と
稱
さ
れ

る
僧
侶
が
少
數
人
い
て
︑
そ
の
中
で
�
上
位
の
者
が
王
師
で
あ
っ
た
︑

と
記
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
記
営
が
實
態
と
合
致
し
て
い
た

か
乖
離
し
て
い
た
か
は
さ
て
置
き
︑
徐
兢
の
理
解
で
は
︑
高
麗
佛
敎

界
の
實
質
�
な
ト
ッ
プ
は
王
師
で
あ
り
︑
國
師
と
も
稱
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
王
師
に
實
質
�
な
權
限
を
�
め
る
朴
胤
珍
の

見
解
を
補
足
で
き
る
︒

右
に
佛
敎
と
外
�
を
王
師
が
�
機
�
に
媒
介
す
る
と
営
べ
た
が
︑

こ
こ
で
高
麗
�
�
に
お
い
て
﹁
王
師
が
6
任
さ
れ
た
宗
�
﹂・﹁
王
師

で
あ
っ
た
�
閒
﹂
と
﹁
高
麗
が
事
大(

8
)

し
て
い
た
國
﹂
の
對
應
關
係
を

(表
3
)
に
示
す
︒
一
般
に
︑
中
國

(後
周
や
北
宋
)
に
お
い
て
は
禪
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表 2 高麗��に生�國師へ任じられた僧侶

稱名 僧名 宗� 生歿年 國師在任時� 關聯寺刹 典據

元宗大師
燦幽
(5光)

禪宗 869〜958
光宗？〜
光宗 9

高逹院 『總覽』

惠居國師
(弘濟-者)

智□ 禪宗 899〜974
光宗 19〜
光宗 25

 陽寺
『�』卷 2、『高麗佛敎
�硏究』

法印國師 坦� 華嚴宗 900〜975 光宗 26 �頓寺 『�』卷 2、『總覽』

弘法國師 ？ 禪宗 ？ 穆宗代 『總覽』

大智國師 法鏡 法相宗 ？
德宗元年
〜？

玄�寺 『�』卷 5、『總覽』

圓融國師
決凝
(î日)

華嚴宗 964〜1053
�宗元年〜
�宗 7

2石寺 『�』卷 7、『總覽』

î炤國師 縣賢 法相宗 972〜1054 �宗 8 七長寺 『總覽』

智光國師
海麒
(巨龍)

法相宗 984〜1069
�宗 12〜
�宗 24

法泉寺
『�』卷 8、『節�』卷
5、『總覽』

惠照國師
(î炤國師)

曇眞 禪宗 ？ 睿宗 9〜？ 『�』卷 13、「坦然碑」

？
德緣
(德淵)

法相宗 ？
仁宗卽位年
〜？

『�』卷 15

表 1・2 は朴胤珍〔二〇〇六〕四三・四四頁、六三頁の表をベースに@宜修正を施した。また、�鮮

總督府A纂『�鮮金石總覽』(上) は『總覽』、『高麗�』は『�』、『高麗���』は『��』と略す。



宗
が
︑
契
丹
に
お
い
て
は
華
嚴
宗
と
法
相
宗
な
ど
の
敎
宗
が
︑
金
に
お
い
て
は
禪
宗
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
盛
ん
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
(表
3
)
を

見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
︑
光
宗
代
の
坦
�

(華
嚴
宗
)
︑
顯
宗
代
の
智
宗

(禪
宗
)
・
法
鏡

(
法
相
宗
)
︑
そ
し
て
睿
宗
代
の
曇
眞

(禪
宗
)
の

四
例
を
例
外
と
す
る
も
の
の
︑
大
筋
と
し
て
﹁
王
師
任
命
は
高
麗
が
事
大
し
て
い
た
國
で
盛
ん
で
あ
っ
た
宗
�
か
ら
6
ば
れ
る
傾
向
が
あ
る
﹂

と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
︒

王
師
を
め
ぐ
る
許
興
�
・
朴
胤
珍
の
議
論
は
高
麗
と
い
う
一
國
の
枠
組
み
の
中
で
行
わ
れ
て
お
り
︑
高
麗
を
め
ぐ
る
國
際
�
勢
と
高
麗
佛
敎

界
の
關
係
が
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
︒
高
麗
の
王
師
任
命
と
事
大
先
と
の
相
關
性
を
切
り
口
と
す
る
こ
と
で
︑
許
興
�
・
朴
胤
珍
が
C

ら
か
に
し
た
王
師
制
度
に
對
す
る
理
解
を
よ
り
一
層
深
め
ら
れ
よ
う
︒

本
稿
で
は
︑
高
麗
�
�
の
佛
敎
制
度
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
光
宗
〜
顯
宗
の
時
�
に
活
動
し
た
智
宗
に
焦
點
を
當
て
︑
當
該
時
�
に
お
け

る
佛
敎
と
高
麗
の
政
治
と
の
關
わ
り
を
整
理
す
る
︒
第
一
違
で
は
一
E
�
料
で
あ
る
﹁
智
宗
碑
�
﹂
に
基
づ
い
て
智
宗
の
一
生
を
槪
觀
す
る
︒

さ
ら
に
︑
智
宗
が
�
液
し
た
僧
侶
に
つ
い
て
も
整
理
す
る
こ
と
で
︑
當
時
の
人
�
�
液
の
一
端
を
復
元
す
る
︒
上
営
し
た
よ
う
に
︑
高
麗
の
外

�
關
係
と
王
師
任
命
に
一
定
F
度
の
相
關
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
第
二
違
か
ら
第
四
違
で
は
︑
高
麗
が
置
か
れ
た
國
際
�
勢
に
も
	
慮
し

な
が
ら
王
權
と
佛
敎
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
︒
第
二
違
で
は
光
宗
〜
穆
宗
代
に
お
け
る
高
麗
の
外
�
と
佛
敎
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

整
理
す
る
︒
光
宗
は
後
周
と
北
宋
に
事
大
し
︑
安
定
し
た
國
際
關
係
の
も
と
に
中
央
集
權
�
を
圖
っ
た
︒
こ
う
し
た
狀
況
が
變
�
し
た
の
が
︑

成
宗
代
に
お
け
る
契
丹
の
G
攻
で
あ
る
︒
契
丹
の
武
力
行
;
に
屈
し
た
高
麗
は
北
宋
と
の
事
大
關
係
を
淸
算
し
︑
契
丹
に
事
大
し
た
︒
こ
の
時

の
智
宗
の
活
動
と
外
�
關
係
を
整
理
す
る
︒
第
三
違
で
は
︑
智
宗
の
王
師
任
命
か
ら
死
後
に
か
け
て
の
高
麗
の
外
�
と
佛
敎
と
を
槪
觀
す
る
︒

紆
餘
曲
折
を
經
て
︑
高
麗
は
北
宋
か
ら
契
丹
へ
と
事
大
先
を
變
え
る
こ
と
と
な
る
︒
こ
れ
と
�
を
同
じ
く
す
る
よ
う
に
︑
智
宗
を
�
後
に
凡
そ

八
十
年
閒
︑
禪
宗
か
ら
王
師
が
6
任
さ
れ
な
く
な
り
︑
華
嚴
宗
と
法
相
宗
か
ら
王
師
が
6
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
法
鏡
の
王
師
任
命
と
對
契

丹
戰
時
體
制
の
解
除
に
至
る
ま
で
の
高
麗
の
政
治
・
外
�
�
を
整
理
し
︑
高
麗
の
外
�
方
針
と
僧
侶
の
登
用
の
相
關
性
に
つ
い
て
示
し
た
い
︒
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表
3

｢王
師
が
6
任
さ
れ
た
宗
�
﹂・﹁
王
師
で
あ
っ
た
�
閒
﹂
と
﹁
高
麗
が
事
大
し
て
い
た
國
﹂
の
對
應
關
係
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第
一
違

圓
空
國
師
智
宗
の
生
涯

西
曆
一
〇
一
八
年
の
高
麗
は
原
州
︒
北
西
を
漢
河
の
荏
液
が
液
れ
︑
怨
羅
の
古
都
・
慶
州
と
高
麗
の
首
都
・
開
京
と
を
結
ぶ
︑
�
!
の
�
M

で
あ
る
こ
の
地
に
︑
居
頓
寺
と
い
う
壯
麗
な
寺
院
が
あ
っ
た
︒
こ
の
寺
に
お
い
て
︑
今
ま
さ
に
一
人
の
男
の
命
が
盡
き
よ
う
と
し
て
い
る
︒
男

の
名
�
は
智
宗
︒
死
�
を
悟
っ
た
彼
は
︑
周
り
を
圍
む
弟
子
た
ち
に
向
か
っ
て
�
�
の
言
葉
を
發
し
た
︒﹁
昔
︑
如
來
は
大
法
眼
を
以
て
諸
弟

子
に
付
し
︑
是
く
の
如
く
展
轉
し
て
︑
乃
ち
今
に
至
る
︒
今
此
の
法
を
將
て
汝
に
付
囑
せ
ん
︒
汝
當
に
護
持
し
て
︑
斷
絕
せ
し
む
る
無
か
れ
︒

吾
が
滅
後
も
亦
た
喪
訃
を
以
て
奏
聞
し
︑
規
矩
を
亂
す
こ
と
�
る
を
得
ず
﹂
と
︒
そ
し
て
︑
言
P
わ
る
や
靜
か
に
息
を
引
き
取
っ
た(9

)
︒

死
か
ら
Q
れ
ら
れ
な
い
R
命
に
あ
る
我
々
に
と
っ
て
︑
な
る
ほ
ど
﹁
あ
り
ふ
れ
た
﹂
一
人
の
人
閒
の
死
の
場
面
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
︒
し
か
し
︑
智
宗
の
人
生
は
激
動
の
高
麗
�
�
を
象
 
す
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
智
宗
の
死
は
一
つ
の
時
代
の
轉
奄
點
と
な
っ
て
い
る
︒
そ

れ
が
如
何
な
る
S
味
で
あ
る
か
︑
本
稿
で
示
し
た
い
と
思
う
︒
そ
の
た
め
に
も
本
違
で
は
︑
決
し
て
知
名
度
の
高
く
な
い
智
宗
の
人
生
を
槪
觀

す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

第
一
�

圓
空
國
師
智
宗
の
生
涯
の
槪
略

本
�
で
は
先
行
硏
究(10

)
と
﹁
智
宗
碑
�
﹂
な
ど
に
依
據
し
な
が
ら
︑
智
宗
の
經
歷
と
關
聯
す
る
僧
侶
・
國
王
を
整
理
す
る
︒﹁
智
宗
碑
�
﹂
が

出
典
の
場
合
︑
煩
を
U
け
て
出
典
を
一
々
示
さ
な
い
こ
と
と
す
る
︒

智
宗
は
太
祖
十
三
年

(九
三
〇
)
に
生
ま
れ
た
︒
俗
姓
は
李
氏
︑
字
は
神
則
︑
V
州
人
︒
八
歲
の
と
き
に
舍
�
寺
の
弘
泳
三
藏
の
も
と
で
出

家
し
︑
弘
泳
三
藏
の
歸
國
後
は
廣
�
寺
の
景
哲
和
尙
の
も
と
で
修
行
す
る
︒
弘
泳
三
藏
は
西
天
竺
人
で
︑
後
営
す
る
よ
う
に
後
晉
か
ら
政
治
�

;
命
を
帶
び
て
高
麗
に
來
た
︑
い
わ
ば
外
�
僧
で
あ
る
︒
景
哲
和
尙
に
つ
い
て
は
他
に
記
錄
が
な
く
︑
不
詳
で
あ
る
︒
智
宗
は
開
R
三
年(11

)

(後

晉
︑
九
四
六
)
︑
十
七
歲
の
時
に
靈
!
寺
の
官
壇
で
Z
戒
す
る
︒
E
い
で
廣
順
三
年

(
後
周
︑
九
五
三
)
︑
智
宗
は
鳳
巖
寺
の
超
禪
師
に
師
事
す
る
︒

― 8 ―

372



こ
の
超
禪
師
は
靜
眞
大
師
兢
讓
碑
�
に
あ
る
逈
超
禪
師
に
比
定
さ
れ
て
い
る(12

)
︒
そ
の
後
︑
智
宗
は
顯
德
初
に
僧
科
に
[
第
し
た
︒
顯
德
年
閒
は

光
宗
五
〜
十
一
年

(九
五
四
〜
九
六
〇
)
に
あ
た
り
︑
こ
の
記
錄
は
高
麗
に
お
け
る
僧
科
實
施
の
確
實
視
さ
れ
る
�
古
の
例
で
あ
る(

13
)

︒
光
宗
九

年

(九
五
八
)
は
高
麗
で
初
め
て
科
擧
が
實
施
さ
れ
た
年
で
あ
る

(﹃
高
麗
�
�
�
﹄
卷
二
︑
光
宗
九
年
夏
五
�
條
)
︒
科
擧
と
僧
科
の
關
係
に
つ
い

て
は
︑
科
擧
が
地
方
の

(世
俗
の
)
人
材
を
中
央
に
登
用
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
の
に
對
し
︑
僧
科
は
地
方
の
僧
侶
を
中
央
に
登
用
す
る
シ
ス

テ
ム
で
あ
り
︑
兩
者
は
中
央
集
權
�
を
目
指
し
た
光
宗
の
目
玉
政
策
で
あ
っ
た(14

)
︒
ま
た
︑
こ
の
時
の
僧
科
に
智
宗
と
共
に
[
第
し
た
同
�
は
V

員
が
中
國
へ
と
留
學
し
た
と
さ
れ
る
︒
智
宗
は
當
初
留
學
の
S
思
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
夢
に
出
て
き
た
故
・
證
眞
大
師
燦
幽
に
背
中

を
押
さ
れ
た
の
を
﹁
き
っ
か
け
﹂
に
留
學
を
決
心
し
︑
\
年
︑
顯
德
六
年

(後
周
︑
九
五
九
)
に
留
學
す
る
こ
と
に
な
る
︒
高
麗
を
出
國
し
吳

越
國
に
到
着
し
た
智
宗
は
永
C
寺
の
#
壽
禪
師
の
も
と
に
參
じ
︑
峻
豐(15

)
二
年

(高
麗
︑
光
宗
十
二
年
︒
九
六
一
)
に
國
淸
寺
の
淨
光
大
師
の
も
と

に
參
じ
て
修
行
す
る
︒
開
寶
元
年

(北
宋
︑
九
六
八
)
に
は
贊
寧
ら
の
�
_
に
從
い
︑
傳
敎
院(16

)
に
て
﹃
大
定
î
論
﹄・﹃
法
華
經
﹄
を
`
じ
る
︒

そ
し
て
︑
中
國
に
渡
り
十
二
年
目
と
な
る
光
宗
二
十
一
年

(九
七
〇
)
︑
再
び
夢
に
出
て
き
た
燦
幽
の
勸
め
に
從
い
歸
國
を
決
S
す
る
︒

高
麗
に
歸
國
し
た
智
宗
は
光
宗
の
歡
待
を
Z
け
て
大
師
に
任
じ
ら
れ
︑
金
光
禪
院
に
居
a
す
る
︒
光
宗
末
年
に
あ
た
る
二
十
六
年

(九
七

五
)
に
は
重
大
師
に
除
せ
ら
れ
︑
b
衲
袈
裟
を
賜
る
︒
同
年
光
宗
が
c
く
な
り
景
宗
が
卽
位
す
る
と
三
重
大
師
に
除
せ
ら
れ
て
水
精
念
珠
を
賜

る
︒
成
宗
代
に
は
積
石
寺
に
移
る
︒
淳
�
年
閒

(北
宋
︑
九
九
〇
〜
九
九
四
)
に
は
成
宗
に
招
か
れ
て
蘂
宮
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
り
︑
成
宗

の
胸
の
內
を
C
か
さ
れ
た
と
い
う
︒
穆
宗
代

(在
位
九
九
七
〜
一
〇
〇
九
)
に
は
法
號
が
光
天
*
炤
至
覺
智
滿
圓
默
禪
師
と
な
り
︑
佛
恩
寺
・
護

國
外
f
釋
院
な
ど
の
a
持
を
歷
任
す
る
︒

顯
宗

(在
位
一
〇
〇
九
〜
一
〇
三
一
)
が
卽
位
す
る
と
︑
大
禪
師
に
除
せ
ら
れ
て
廣
C
寺
に
a
む
よ
う
に
な
り
︑
ま
た
﹁
寂
然
﹂
の
法
號
が
�

加
さ
れ
る
︒
そ
し
て
開
泰
二
年

(契
丹
︑
一
〇
一
三
)
に
は
王
師
に
任
じ
ら
れ
る
︒
顯
宗
七
年

(一
〇
一
六
)
に
は
法
號
に
﹁
�
�
﹂
を
�
加
す

る
︒
こ
の
年
に
風
痾
を
患
い
︑
顯
宗
に
歸
山
を
勸
め
ら
れ
る
が
拒
否
し
て
留
ま
る
︒
二
年
後
の
天
禧
二
年

(北
宋
︑
一
〇
一
八
)
四
�
に
顯
宗

に
暇
乞
い
を
し
て
原
州
の
賢
溪
山
居
頓
寺
に
留
ま
り
︑
十
七
日
に
當
地
で
入
寂
す
る
︒
享
年
八
十
九
歲
︑
臘
七
十
二
年
︒
智
宗
が
c
く
な
る
直
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�
の
顯
宗
九
年
四
�
七
日
に
は
﹁
黃
霧
﹂
が
發
生
し
︑
京
城
の
多
く
の
者
が
熱
病
を
發
症
し
た
た
め
醫
師
を
�
i
す
る
事
態
に
な
っ
て
お
り(17

)
︑

こ
れ
が
智
宗
の
死
を
誘
發
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
塔
碑
は
太
�
乙
丑

(契
丹
︑
太
�
五
年
︒
一
〇
二
五
)
に
円
て
ら
れ
た
︒

第
二
�

智
宗
と
關
係
の
あ
る
僧
侶

本
�
で
は
︑﹁
智
宗
碑
�
﹂
に
記
さ
れ
た
僧
侶
に
つ
い
て
整
理
す
る
︒
碑
�
に
記
さ
れ
た
人
物
は
︑
%
人
公
で
あ
る
智
宗
の
生
涯
に
重
�
な

影
j
を
與
え
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

(ⅰ
)
高
麗
國
內
の
僧
侶

高
麗
國
內
で
は
①
弘
泳
三
藏
②
景
哲
和
尙
③
逈
超
禪
師
④
證
眞
大
師

(元
宗
大
師
燦
幽
)
の
四
人
が
言
[
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
②
景
哲

和
尙
は
他
に
�
料
が
殘
っ
て
お
ら
ず
不
C
で
あ
る
︒

①
弘
泳
三
藏

弘
泳
三
藏
に
關
し
て
は
︑
李
龍
範
︹
一
九
八
九
︺
の
考
證
に
よ
り
︑
高
麗
太
祖
と
後
晉
の
關
係
を
仲
介
し
た
天
竺
出
身
の
僧
侶
で
あ
る
こ
と

が
C
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
李
龍
範
は
﹃
舊
五
代
�
﹄
殿
版
を
;
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
U
諱
に
氣
附
か
な
か
っ
た
た
め
考
證

が
煩
雜
に
な
っ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
中
華
書
局
本
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
︒

『m
治
!
鑑
﹄
に
︑
怨
羅
・
後
百
濟
を
破
り
�
鮮

島
V
域
を
荏
	
す
る
こ
と
と
な
っ
た
高
麗
の
太
祖
王
円
と
手
を
組
み
契
丹
を
挾
擊
す
る

よ
う
提
案
し
た
西
域
僧
襪
囉
が
出
て
く
る

(﹃
m
治
!
鑑
﹄
卷
二
百
八
十
五
︑
後
晉
紀
六
︑
齊
王
開
R
二
年
條
)
︒
こ
の
箇
M
の
胡
三
省
の
�
に
引
用

す
る
宋
白
﹃
續
!
典
﹄
に
據
れ
ば
︑﹃
m
治
!
鑑
﹄
の
西
域
僧
は
火
を
用
い
た
占
い
が
得
S
で
あ
り
︑
天
福
年
閒

(
九
三
六
〜
九
四
四
年
)
に
後

晉
を
訪
れ
︑
そ
の
後
高
麗
に
向
か
い
︑
高
麗
の
太
祖
王
円
に
禮
p
さ
れ
︑
王
円
に
よ
る
契
丹
挾
擊
の
提
案
を
皇
f
に
傳
え
る
た
め
に
中
國
へ

戾
っ
た
と
い
う(18

)
︒
こ
れ
に
關
聯
し
て
﹃
舊
五
代
�
﹄
卷
七
十
六
︑
晉
書
二
︑
高
祖
紀
二
︑
天
福
二
年
正
�
丙
寅
條
を
參
照
す
る
と
︑
天
福
二
年
︑
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舍
衞
國

(S
k
t.
Ś
rāv
astī)
の
大
菩
提
寺
の
三
藏
阿
闍
梨
沙
門
・
室
利
|
羅
が
後
晉
に
滯
在
し
て
お
り
︑
弘
泳
大
師
の
號
を
}
か
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る(19

)
︒

一
方
︑
西
域
僧
襪
囉
が
訪
れ
た
と
さ
れ
る
高
麗
側
の
�
料
を
確
�
す
る
と
︑﹃
高
麗
�
﹄
卷
一
︑
太
祖
二
十
一
年

(
九
三
八
)
三
�
條
に
︑

~
竭
陁
國
大
法
輪
菩
提
寺
の
沙
門
で
あ
る
弘
泳
大
師
㗌
哩
嚩
日
羅
が
高
麗
を
訪
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る(20

)
︒

『m
治
!
鑑
﹄
の
﹁
襪
囉
﹂︑﹃
舊
五
代
�
﹄
の
﹁
室
利
|
羅
﹂︑﹃
高
麗
�
﹄
の
﹁
㗌
哩
嚩
日
羅
﹂
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
﹁
金
剛
﹂
を
S

味
す
る

v
ajra
の
�
寫
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
㗌
哩
嚩
日
羅
﹂
と
﹁
室
利
|
羅
﹂
は
﹁
榮
耀
金
剛
﹂
と
譯
さ
れ
る

Ś
rīv
ajra
の
�
寫
に
�
い
な
い
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑﹃
m
治
!
鑑
﹄・﹃
舊
五
代
�
﹄・﹃
高
麗
�
﹄
の
三
つ
の
�
料
が
記
す
と
こ
ろ
の
西
域
僧
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
︒

弘
泳
大
師
は
高
麗
太
祖
と
中
國
皇
f
を
結
び
つ
け
る
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
弘
泳
大
師
は
智
宗
の
師
匠
と
な
っ
た
こ
と
が

﹁
智
宗
碑
�
﹂
か
ら
分
か
る(21

)
︒

③
曦
陽
山
鳳
巖
寺
逈
超
禪
師
：
靜
眞
大
師
兢
讓
の
弟
子

超
禪
師
は
靜
眞
大
師
兢
讓
碑
�
に
あ
る
逈
超
禪
師
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る(22

)
︒
逈
超
禪
師
に
つ
い
て
︑
兢
讓
の
弟
子
で
あ
る
以
上
の
こ
と
は
不

C
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
智
宗
が
逈
超
禪
師
の
も
と
に
參
じ
た
の
は
兢
讓
と
關
わ
り
を
作
る
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
兢
讓
に
つ
い
て
以
下
に
鯵
單
に
営
べ
る
こ
と
と
す
る(23

)
︒

兢
讓
は
俗
姓
王
氏
︑
公
州
出
身
︒
光
�
三
年

(九
〇
〇
)
中
國
へ
渡
り
石
霜
の
嗣
法
で
あ
る
5
緣
の
元
に
參
ず
︒
二
十
四
年
閒
中
國
で
修
行

し
た
後
︑
同
光
二
年

(九
二
四
)
高
麗
に
歸
國
す
る
︒
歸
國
後
は
太
祖
・
惠
宗
・
定
宗
の
歸
依
を
Z
け
︑
光
宗
元
年

(
九
五
〇
)
に
光
宗
の
�

_
で
入
京
す
る
と
\
光
德
二
年

(高
麗
︑
九
五
一
)
王
師
に
任
じ
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
二
年
後
の
廣
順
三
年

(九
五
三
)
兢

讓
は
鳳
巖
寺
に
歸
山
す
る(24

)
︒
ま
さ
に
こ
の
年
︑
智
宗
は
逈
超
禪
師
の
も
と
に
參
じ
て
い
る
︒
金
龍
善
は
智
宗
が
逈
超
の
も
と
に
參
じ
た
の
は
︑

逈
超
の
師
匠
で
あ
る
兢
讓
と
面
識
を
持
つ
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る(25

)
︒
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④
驪
州
高
�
寺
元
宗
大
師
燦
幽(26

)

證
眞
大
師
は
光
宗
卽
位
後
に
證
眞
大
師
の
號
を
賜
っ
た
元
宗
大
師
燦
幽
に
比
定
さ
れ
る(27

)
︒
燦
幽
︑
俗
姓
金
氏
︑
字
は
5
光
︑
雞
林
河
南
出
身
︒

眞
鏡
大
師
審
希
の
嗣
法
で
あ
る
融
諦
禪
師
に
師
事
し
︑
景
福
元
年

(八
九
二
)
に
中
國
へ
渡
り
︑
投
子
大
同
に
參
ず
︒
投
子
大
同
は
¬
�
無
學

の
嗣
で
石
頭
希

の
法
燈
︒
燦
幽
は
投
子
大
同
の
元
を
去
る
と
中
國
諸
山
の
名
刹
を
訪
ね
︑
貞
C
七
年

(後
梁
︑
九
二
一
)
に
高
麗
に
歸
國
す

る
︒
以
後
太
祖
か
ら
光
宗
ま
で
歷
代
國
王
の
歸
依
を
Z
け
︑
光
宗
が
卽
位
す
る
と
證
眞
大
師
の
號
を
賜
り
︑
舍
�
院
に
�
え
ら
れ
︑
重
光
殿
で

法
�
を
開
き
國
師
に
任
じ
ら
れ
る
︒
顯
德
五
年

(九
五
八
)
死
去
︒
智
宗
は
夢
に
現
れ
た
元
宗
大
師
の
S
見
に
從
い
︑
中
國
留
學
と
高
麗
歸
國

を
決
S
し
て
い
る
︒
智
宗
が
留
學
を
決
S
す
る
年
の
�
年
に
元
宗
大
師
は
死
c
し
て
い
る
が
︑
生
�
の
元
宗
大
師
と
智
宗
は
何
か
し
ら
の
面
識

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
他
に
兩
者
の
關
係
を
示
す
�
料
は
な
く
︑
詳
細
は
不
C
で
あ
る
︒

(ⅱ
)
中
國
の
僧
侶

智
宗
は
留
學
し
た
吳
越
に
お
い
て
︑
現
地
の
僧
侶
か
ら
敎
え
を
Z
け
て
い
る
︒
以
下
で
は
⑤
永
C
#
壽
⑥
淨
光
禪
師
⑦
贊
寧
の
三
人
に
つ
い

て
整
理
す
る
︒

⑤
永
C
#
壽(28

)

永
C
#
壽
は
俗
姓
王
氏
︒﹃
宋
高
僧
傳
﹄
は
錢
塘
の
人
と
し
︑﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
は
餘
杭
の
人
で
あ
る
と
す
る
︒
始
め
¬
巖
に
師
事
し
て
修
行

に
勵
み
︑
後
に
天
台
山
に
赴
き
天
台
德
韶
に
�
め
ら
れ
て
禪
宗
の
法
眼
宗
の
法
を
嗣
ぐ
︒﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
に
よ
れ
ば
︑
天
台
德
韶
は
こ
の
時

吳
越
國
第
五
代
國
王
錢
弘
俶
と
#
壽
が
密
接
な
關
係
を
持
つ
こ
と
を
豫
言
し
た
と
さ
れ
る
︒
#
壽
は
嗣
法
の
後
︑
�
竇
山
の
a
持
と
な
り
︑
円

隆
元
年

(九
六
〇
)
に
錢
弘
俶
に
_
わ
れ
て
杭
州
の
靈
隱
寺
の
第
一
世
と
な
り
︑
そ
の
\
年
に
は
再
び
錢
弘
俶
の
招
聘
を
Z
け
て
永
C
寺

(淨

慈
寺
)
に
移
り
︑
晚
年
の
十
五
年
を
<
ご
し
た
︒
錢
弘
俶
の
�
_
に
應
じ
て
方
等
懺
や
放
生
を
行
っ
た
ほ
か
︑
人
々
に
佛
宴
・
佛
塔
の
円
立
を

勸
め
︑
一
日
に
六
度
の
散
華
を
し
︑
一
萬
人
以
上
の
人
々
に
戒
律
を
}
け
た
︒
ま
た
執
筆
活
動
に
精
を
出
し
︑﹃
宗
鏡
錄
﹄
百
卷
を
始
め
と
す
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る
多
く
の
著
作
を
殘
し
た
︒
高
麗
の
光
宗
は
﹃
宗
鏡
錄
﹄
を
讀
ん
で
感
激
し
︑
親
書
を
�
っ
て
弟
子
の
禮
を
取
り
︑
留
學
生
を
�
i
し
て
#
壽

の
法
を
高
麗
に
傳
え
た
と
い
う
︒
開
寶
九
年

(九
七
六
)

�
︒
贊
寧
は
#
壽
が
錢
弘
俶
の
�
も
敬
う
と
こ
ろ
の
僧
侶
で
あ
っ
た
と
記
営
し
て

い
る(

29
)

︒

⑥
淨
光
禪
師

淨
光
禪
師
は
錢
弘
俶
に
﹁
淨
光
大
師
﹂
の
號
を
賜
っ
た
義
寂
に
比
定
出
來
る
︒
義
寂
は
俗
姓
胡
氏
︑
溫
州
永
嘉
の
人
︒
出
家
し
て
會
稽
山
で

南
山
鈔
を
學
び
律
義
に
�
熟
す
る
と
天
台
山
へ
行
く
︒
當
時
の
中
國
佛
敎
界
は
安
�
の
亂
か
ら
三
武
一
周
の
法
難
の
閒
に
多
く
の
經
典
が
散
逸

し
て
い
た
た
め
︑
義
寂
は
天
台
德
韶
に
賴
み
錢
弘
俶
を
!
じ
て
日
本
と
高
麗
に
散
逸
佛
典
を
求
め
さ
せ
た
︒﹃
宋
高
僧
傳
﹄
で
は
日
本
の
こ
と

だ
け
が
擧
げ
ら
れ
る
が
︑﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
や
﹃
佛
祖
瓜
紀
﹄
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
時
高
麗
に
散
逸
佛
典
を
求
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る(30

)
︒
こ

の
點
に
關
し
て
は
後
営
す
る
︒
散
逸
佛
典
が
義
寂
の
も
と
に
屆
く
と
︑
佛
隴
5
場
・
國
淸
寺
で
敎
�
を
と
り
︑
螺
溪
5
場
を
興
す
と
各
地
か
ら

學
僧
が
集
ま
っ
た
と
い
う
︒
雍
熙
四
年

(九
八
七
)
十
一
�
四
日

�
︒
享
年
六
十
九
歲
︑
法
臘
五
十
︒
義
寂
は
�
素
か
ら
法
華
經
と
玄
義
を

`
義
し
︑
そ
の
他
に
も
二
十
餘
り
の
`
座
を
持
っ
て
い
た
高
名
な
學
僧
で
あ
っ
た(31

)
︒
義
寂
の
元
へ
は
中
國
國
外
か
ら
も
弟
子
が
集
ま
り
︑
嗣
法

し
た
の
は
高
麗
人
の
義
!
で
あ
っ
た
と
い
う(32

)
︒
ま
た
︑﹃
佛
祖
瓜
紀
﹄
卷
八
︑
興
5
下
八
祖
紀
第
四
︑
に
お
い
て
義
寂
は
第
十
五
祖
と
し
て
立

傳
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
後
世
大
い
に
顯
頴
さ
れ
た
僧
侶
で
あ
っ
た
︒

從
來
の
硏
究
は
い
ず
れ
も
#
壽
と
智
宗
と
の
師
弟
關
係
に
�
目
し
て
い
た
が
︑
#
壽
の
元
で
は
一
年
�
︑
義
寂
の
元
で
は
十
年
閒
修
行
し
て

お
り
︑
單
純
に
�
閒
だ
け
を
考
え
て
も
︑
#
壽
よ
り
は
義
寂
と
の
關
係
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

⑦
贊
寧(

33
)

贊
寧
は
俗
姓
高
氏
︑
渤
海
人
︒﹃
宋
高
僧
傳
﹄
の
作
者
と
し
て
も
�
名
で
あ
る
︒
後
�
天
成
中

(九
二
六
〜
九
三
〇
)
杭
州
の
祥
符
寺

(今
の

龍
興
祥
符
戒
壇
寺
)
で
出
家
し
︑
淸
泰
初
年

(九
三
四
)
に
天
台
山
に
入
り
具
足
戒
を
Z
け
て
四
分
律
を
�
い
︑
南
山
律
に
!
じ
た
︒
淸
泰
二
年

(九
三
五
)
十
七
歲
の
時
に
︑
天
台
山
�
田
寺
で
修
行
し
て
い
た
怨
羅
人
の
5
育
と
石
梁
で
同
宿
し
て
お
り
︑
若
い
頃
よ
り
�
鮮

島
の
僧
侶
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と
�
液
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
吳
越
國
が
北
宋
に
接
收
さ
れ
る
と
︑
贊
寧
は
淳
�
元
年

(九
九
〇
)
に
左
街
`
經
首
座
︑
\
年
�
館
A
修(34

)
︑

ま
た
至
5
元
年

(九
九
五
)
知
西
京
敎
門
事
︑
咸
�
元
年

(九
九
八
)
右
街
僧
錄
に
陞
る(35

)
︒
歐
陽
脩
﹃
歸
田
錄
﹄
卷
一
に
は
︑
贊
寧
が
北
宋
の

太
祖
に
﹁
皇
f
は
燒
香
す
る
の
み
で
佛
を
拜
ま
な
く
て
も
よ
い
﹂
と
對
え
て
氣
に
入
ら
れ
た
話
が
あ
る(36

)
︒
そ
の
他
に
も
︑
太
祖
の
疑
惑
の
死
の

後
に
卽
位
し
た
太
宗
か
ら
�
館
A
修
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
の
S
義
は
殊
の
外
大
き
い
と
思
わ
れ
る
︒
贊
寧
は
北
宋
の
太
祖
と
太
宗
か
ら
の
信
任

が
厚
い
名
僧
で
あ
っ
た
︒

そ
の
贊
寧
の
�
_
で
智
宗
が
﹃
大
定
î
論
﹄・﹃
法
華
經
﹄
を
`
じ
た
傳
敎
院
は
ð
(16
)に
示
し
た
よ
う
に
︑
同
國
人
で
あ
り
義
寂
の
高
弟
で

も
あ
る
義
!
に
關
係
が
深
い
︒
義
!
と
智
宗
に
面
識
が
あ
っ
た
か
直
接
言
[
は
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
義
寂
と
贊
寧
を
媒
介
と
し
て
兩
者
が
關
係

を
持
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

本
違
の
記
営
を
ま
と
め
る
と
︑
智
宗
は
高
麗
國
內
の
高
僧

(特
に
國
王
と
の
關
係
の
深
い
僧
)
と
だ
け
で
な
く
︑
中
國
の
高
僧
と
も
親
密
な
關

係
を
持
っ
て
お
り
︑
ま
た
中
國
在
a
の
�
鮮

島
出
身
僧
侶
と
の
關
わ
り
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
人
�
は
高
麗
に
歸
國
し

た
後
に
智
宗
が
活
)
す
る
背
景
と
な
っ
た
に
�
い
な
い
︒

第
二
違

光
宗
〜
穆
宗
時
代
の
外
�
と
佛
敎

先
営
し
た
よ
う
に
︑
高
麗
�
�
の
﹁
王
師
と
宗
�
の
關
係
﹂
と
﹁
高
麗
の
外
�
關
係
﹂
に
は
︑
あ
る
F
度
の
相
關
關
係
が
�
め
ら
れ
る
︒
こ

の
こ
と
は
言
い
奄
え
る
と
︑﹁
高
麗
の
外
�
方
針
と
僧
侶
の
登
用
に
相
關
性
が
見
ら
れ
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

高
麗
�
�
は
E
々
と
勃
�
す
る
中
原
の
王
�
や
契
丹
と
ど
の
よ
う
な
關
係
を
築
く
か
が
︑
王
權
の
正
瓜
性
や
軍
事
に
關
わ
る
大
き
な
課
題
と

な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
時
�
の
佛
敎
界
に
お
い
て
も
﹁
外
�
﹂
と
い
う
場
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
從
來
の
韓
國
人
硏
究
者
が
特
に

見
<
ご
し
て
き
た
こ
の
點
を
示
し
た
い
︒
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第
一
�

光
宗
の
外
�
と
佛
敎

四
代
光
宗

(在
位
九
四
九
〜
九
七
五
)
は
高
麗
円
國
以
來
の
政
治
課
題
で
あ
っ
た
中
央
集
權
�
に
積
極
�
に
取
り
組
ん
だ
國
王
で
あ
る
︒
量
田

(光
宗
六
年
︑
九
五
五
)
・
奴
婢
按
檢
法

(光
宗
七
年
︑
九
五
六
)
を
實
施
し
て
豪
族
の
力
を
抑
壓
す
る
と
共
に
︑
官
僚
制
度
を
整
備
し
て
中
央
の
權

力
基
盤
を
擴
大
し
た
︒
こ
れ
ら
一
聯
の
政
治
改
革
は
光
宗
の
改
革
と
稱
さ
れ
て
硏
究
者
の
�
目
を
集
め
て
き
た
︒
本
稿
と
の
關
聯
で
い
え
ば
︑

光
宗
の
改
革
は
歸
法
寺
の
均
如
の
荏
�
の
も
と
に
推
�
さ
れ
︑
結
果
と
し
て
光
宗
代
に
華
嚴
宗
が
)
�
し
た
と
い
う
理
解
が
!
說
と
な
っ
て
い

る
︒
以
下
で
は
光
宗
代
の
外
�
と
佛
敎
の
關
係
に
つ
い
て
整
理
す
る
︒

(ⅰ
)
光
宗
の
改
革
と
外
�

光
宗
は
峻
豐
・
光
德
と
い
う
獨
自
の
年
號
を
定
め
︑
開
京
を
皇
都
と
改
稱
し
︑
自
身
を
﹁
皇
f
﹂
と
稱
す
る
な
ど
︑
中
國
の
皇
f
を
頂
點
と

し
た
國
際
秩
序
に
對
し
て
獨
自
の
�
勢
を
示
し
た
︒
こ
う
し
た
光
宗
の
�
勢
は
︑
高
麗
の
獨
自
性
を
强
�
し
が
ち
な
韓
國
の
學
界
で
�
目
を
浴

び
た
︒
た
だ
し
︑
光
宗
の
改
革
は
後
周
か
ら
;
�
團
の
一
員
と
し
て
高
麗
に
來
た
雙
冀
を
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
行
わ
れ
た
︒
例
え
ば
︑
雙
冀
の
提

案
に
基
づ
い
て
光
宗
九
年

(九
五
八
)
に
科
擧
を
�
入
し
︑
つ
い
で
光
宗
十
一
年

(九
六
〇
)
に
百
官
の
公
 
を
定
め
て
中
央
官
人
の
身
分
と

そ
の
序
列
を
可
視
�
し
た
︒
ま
た
こ
の
頃
︑
官
僚
の
位
階
と
し
て
中
國
式
の
�
散
階
が
�
入
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
光
宗
の
改
革
は
後
周
の

政
治
改
革
を
S
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
り(37

)
︑
高
麗
の
自
立
性
を
强
�
す
る
こ
と
に
は
ひ
と
ま
ず
愼
重
で
あ
り
た
い
︒
そ
も
そ
も

光
宗
は
中
國
の
�
�
や
人
物
を
重
視
し
た
國
王
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る(38

)
︒
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(ⅱ
)
光
宗
と
中
國
佛
敎
界
の
�
液

①
華
嚴
宗

光
宗
と
佛
敎
の
關
わ
り
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
の
が
︑
華
嚴
宗
の
均
如
の
登
用
で
あ
る
︒
高
麗
草
創
�
の
華
嚴
宗
は
高
麗
の
太
祖
王
円
を
荏
持

す
る
北
嶽
�
と
後
百
濟
の
甄
萱
を
荏
持
す
る
南
嶽
�
で
對
立
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
對
立
を
解
&
し
た
の
が
均
如
で
あ
り
︑
光
宗
の
改
革
は
均

如
を
代
表
と
す
る
華
嚴
宗
の
荏
�
の
も
と
に
推
�
さ
れ
た
と
さ
れ
る(39

)
︒

と
こ
ろ
で
︑
均
如
が
光
宗
に
�
め
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
︑
光
宗
四
年

(九
五
三
)
に
後
周
の
;
�
が
來
て
光
宗
を
册
封
す
る
際
︑
均
如
が
晴

乞
い
を
し
て
見
事
に
晴
れ
舞
臺
の
用
S
に
成
功
し
た
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る(40

)
︒
均
如
は
こ
れ
以
影
頭
角
を
現
わ
し
︑
光
宗
の
改
革
に
協
力
し
た
︒

王
權
と
佛
敎
の
關
係
に
お
い
て
︑﹁
中
國
と
の
外
�
の
場
﹂
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
も
確
�
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
關
聯
し
て
︑
會
昌

の
廢
佛

(八
四
一
〜
八
四
六
)
に
よ
っ
て
打
擊
を
Z
け
た
中
國
の
天
台
宗
が
復
興
す
る
契
機
と
し
て
︑
高
麗
か
ら
の
經
典
の
﹁
¢
輸
入
﹂
が
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
�
目
し
た
い(41

)
︒

『佛
祖
瓜
紀
﹄
に
よ
れ
ば
円
隆
元
年

(九
六
〇
)
吳
越
王
錢
俶

(錢
弘
俶
)
が
散
逸
し
た
敎
乘
論
駅
を
高
麗
と
日
本
に
求
め
︑
そ
れ
を
Z
け
て

\
円
隆
二
年
に
高
麗
か
ら
�
i
さ
れ
た
諦
觀
に
よ
り
天
台
論
駅
が
齎
さ
れ
た
と
い
う(42

)
︒
こ
の
﹃
佛
祖
瓜
紀
﹄
は
十
三
世
紀
に
A
纂
さ
れ
た
�
料

で
あ
り
︑
�
料
と
し
て
¥
う
際
に
は
�
S
を
�
す
る
︒
よ
り
�
料
價
値
が
高
い
﹃
宋
高
僧
傳
﹄
に
は
高
麗
に
つ
い
て
言
[
が
な
く
︑
ま
た
﹃
宋

高
僧
傳
﹄
と
ほ
ぼ
同
時
�
に
成
立
し
た
﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
に
は
日
本
へ
の
言
[
が
な
い
︒
こ
こ
で
円
隆
二
年
は
ま
さ
に
智
宗
が
#
壽
の
も
と
を

離
れ
て
國
淸
寺
の
義
寂
の
も
と
へ
向
か
っ
た
年
で
あ
る
こ
と
に
�
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
先
學
が
C
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
も
と
も
と
#
壽
と
天

台
山
は
關
係
が
深
い(43

)
︒
吳
越
王
〜
#
壽
〜
天
台
山

(天
台
德
韶
・
義
寂
)
と
い
う
ル
ー
ト
を
智
宗
が
活
用
し
て
天
台
論
駅
を
齎
ら
し
た
蓋
然
性

が
あ
る
︒
螺
溪
が
國
淸
寺
の
義
寂
を
指
す
こ
と
も
そ
れ
を
裏
附
け
る
︒
外
�
;
�
は
�
書
に
名
�
が
殘
さ
れ
た
者
�
だ
け
で
な
く
︑
あ
る
F
度

の
規
模
の
人
員
で
¦
成
さ
れ
る
︒
諦
觀
は
正
;
と
し
て
名
が
殘
っ
た
が
︑
名
�
が
殘
ら
な
か
っ
た
智
宗
は
;
�
團
の
一
員
と
し
て
行
動
を
共
に

し
た
の
だ
ろ
う
︒﹁
智
宗
碑
�
﹂
か
ら
﹃
佛
祖
瓜
紀
﹄
の
記
営
は
信
用
に
足
る
と
言
え
よ
う
︒
少
な
く
と
も
︑﹁
智
宗
碑
�
﹂
と
﹃
佛
祖
瓜
紀
﹄
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は
矛
盾
し
な
い
︒
竺
沙
§
違
は
佛
典
を
驅
;
し
て
高
麗
か
ら
佛
典
が
�
ら
れ
た
と
す
る
﹃
佛
祖
瓜
紀
﹄
の
記
営
の
正
し
さ
を
證
C
し
よ
う
と
し

た
が
︑
當
の
高
麗
側
の
�
料
で
あ
る
﹁
智
宗
碑
�
﹂
か
ら
も
竺
沙
の
見
解
を
補
强
出
來
る
の
で
あ
る
︒
餘
談
で
あ
る
が
︑
諦
觀
は
義
寂
に
出
會

う
と
心
 
し
て
す
ぐ
さ
ま
弟
子
入
り
し
︑
螺
溪
に
留
ま
る
こ
と
十
年
で
c
く
な
っ
た
と
い
う(44

)
︒
諦
觀
が
c
く
な
っ
た
の
は
智
宗
が
義
寂
の
も
と

を
離
れ
て
高
麗
に
歸
國
し
た
時
�
と
一
致
し
て
お
り
︑
智
宗
の
歸
國
は
諦
觀
の
死
に
何
ら
か
の
關
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

高
麗
の
經
典
が
中
國
に
輸
出
さ
れ
た
九
六
一
年
に
�
後
し
て
高
麗
國
內
に
お
け
る
華
嚴
宗
の
存
在
感
が
强
ま
る
の
は(45

)
︑﹁
中
國
へ
の
經
典
輸

出
﹂
の
副
產
物
と
し
て
﹁
高
麗
國
內
に
お
い
て
敎
宗
の
存
在
感
が
增
し
た
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
華
嚴
宗
の
)
�
に
つ
い
て
︑
從
來
は
內

政
と
の
關
係
が
重
視
さ
れ
て
い
た
が(46

)
︑
外
�
で
の
活
)
に
も
�
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
時
活
動
し
た
の
は
禪
僧
の
智
宗
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
く
興
味
深
い
︒

②
禪
宗

高
麗
円
國
時
よ
り
高
麗
國
王
と
關
係
が
深
か
っ
た
の
は
禪
宗
で
あ
っ
た
︒
從
來
︑
光
宗
代
に
華
嚴
宗
が
擡
頭
し
た
こ
と
で
相
對
�
に
禪
宗
の

地
位
が
低
下
し
た
と
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
で
も
な
お
︑
禪
宗
は
從
來
同
樣
に
勢
力
を
保
っ
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
は
禪
宗
の
兢
讓
・
惠
居
が
王
師
に

任
じ
ら
れ
た
點
︑
光
宗
代
に
初
め
て
制
度
�
さ
れ
た
僧
科
を
%
催
し
た
の
が
惠
居
で
あ
っ
た
點
︑
現
存
す
る
碑
�
の
う
ち
太
祖
〜
光
宗
代

(
九

一
八
〜
九
七
五
)
に
円
立
さ
れ
た
高
僧
碑
�
は
十
九
例
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
が
V
て
禪
僧
の
も
の
で
あ
る
點
か
ら
も
C
ら
か
で
あ
る
︒

ま
た
﹁
元
宗
大
師
碑
�

(碑
陰
)
﹂
に
は
︑
乾
德
九
年

(九
七
一
)
元
和
殿
に
お
い
て
大
藏
經
を
開
讀
し
た
際
に
︑
高
�
院
・
曦
陽
院
・
5
峯

院
の
三
寺
院
だ
け
は
門
下
弟
子
に
a
持
を
相
續
さ
せ
︑
代
代
絕
え
な
い
よ
う
に
す
る
旨
の
詔
を
光
宗
が
下
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る(47

)
︒
こ
の
こ
と

か
ら
も
︑
光
宗
と
高
�
院

(元
宗
大
師
燦
幽
)
・
曦
陽
院

(靜
眞
大
師
兢
讓
)
と
い
っ
た
禪
寺
と
の
關
係
の
深
さ
が
窺
え
よ
う
︒
そ
し
て
光
宗
は
永

C
#
壽
の
も
と
に
智
宗
ら
を
�
i
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
關
係
し
て
︑﹃
宋
高
僧
傳
﹄
に
は
光
宗
が
#
壽
の
著
作
を
讀
ん
だ
こ
と
に
觸
發
さ
れ

て
#
壽
に
物
品
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る(48

)
︒
#
壽
の
思
想
が
同
時
�
の
高
麗
に
傳
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
關
し
て
︑﹁
元
宗
大
師
碑

�
﹂
�
中
の
﹁
佛
生
天
竺
︑
爲
世
上
之
歸
依
︑
俾
君
子
之
邦
學
法
王
之
5
︒
M
謂
“
5
非
心
外
︑
佛
在
身
中
︒”
故
得
5
之
-
爲
�
師
︑
德
之
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厚
爲
慈
父
︒﹂
の
う
ち
︑
傍
線
部
﹁
M
謂
“
5
非
心
外
︑
佛
在
身
中
︒”﹂
と
い
う
表
現
に
�
目
し
た
い
︒
こ
の
箇
M
は
﹃
宗
鏡
錄
﹄
卷
第
六
︑

﹁
印
碑
詞
云
︒
法
性
�
等
︑
實
î
虛
!
︒
我
同
於
衣
︑
人
衣
於
同
︒
不
壞
於
�
︑
無
取
於
空
︒
5
非
心
外
︑
佛
卽
心
中
︒﹂
と
い
う
�
違
を
踏
ま

え
た
表
現
で
あ
る
︒
元
宗
大
師
の
歿
年
は
顯
德
五
年

(九
五
八
)
で
あ
る
︒﹁
元
宗
大
師
碑
�

(碑
陰
)
﹂
に
よ
る
と
︑﹁
元
宗
大
師
碑
�
﹂
の
碑

塔
円
設
が
開
始
さ
れ
た
の
は
光
宗
十
七
年

(九
六
六
)
で
︑
完
成
は
景
宗
二
年

(九
七
七
)
で
あ
る
が
︑
塔
が
円
立
さ
れ
た
の
は
開
寶
八
年

(九

七
五
)
で
あ
る
の
で
︑
碑
の
傍
線
部
の
部
分
は
九
五
八
〜
九
七
五
年
ま
で
の
�
閒
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る(

49
)

︒﹁
M
謂
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら

﹁
5
非
心
外
︑
佛
在
身
中
︒﹂
と
い
う
表
現
は
遲
く
と
も
﹁
元
宗
大
師
碑
﹂
が
円
立
さ
れ
た
九
七
五
年
時
點
の
高
麗
に
お
い
て
旣
に
定
着
し
て
い

た
と
言
え
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
#
壽
の
著
作
や
思
想
が
光
宗
代
に
高
麗
に
齎
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
實
證
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

�
営
し
た
よ
う
に
︑
高
麗
が
吳
越
王
の
求
め
に
應
じ
て
佛
典
を
�
っ
た
際
︑
國
淸
寺
に
佛
典
を
屆
け
た
一
人
に
智
宗
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が

高
い
︒
智
宗
は
歸
國
後
に
光
宗
の
歡
待
を
Z
け
︑
金
光
禪
院
に
a
し
︑
大
師
・
重
大
師
の
僧
階
を
與
え
ら
れ
順
�
に
出
世
し
て
い
く
の
で
あ
る

が
︑
そ
れ
は
義
寂
や
贊
寧
に
�
め
ら
れ
た
高
い
學
識
だ
け
で
な
く
︑
吳
越
國
と
高
麗
の
佛
典
を
媒
介
し
た
外
�
の
場
に
お
け
る
功
績
が
�
め
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

第
二
�

六
代
成
宗
〜
七
代
穆
宗
の
外
�
と
智
宗

(ⅰ
)
成
宗
〜
穆
宗
代
の
外
�
問
題

光
宗
の
改
革
は
反
對
�
を
嚴
し
く
處
罰
し
社
會
不
安
を
釀
し
出
し
た
が
︑
光
宗
が
死
ん
で
息
子
の
景
宗
が
卽
位
す
る
と
︑
仇
討
ち
を
�
め
た

こ
と
に
よ
り
高
麗
國
內
で
大
混
亂
が
�
こ
る(50

)
︒
景
宗
が
景
宗
六
年

(九
八
一
)
に
危
篤
に
陷
る
と
︑
景
宗
の
息
子
で
あ
る
王
訟

(後
の
七
代
穆

宗
)
が
幼
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
景
宗
の
從
兄
弟
で
あ
る
王
治
が
卽
位
し
て
六
代
成
宗
と
な
っ
た
︒
高
麗
國
內
の
混
亂
を
收
め
る
た
め
に
成

宗
は
卽
位
直
後
に
廣
く
政
治
に
關
す
る
S
見
を
求
め
︑
崔
承
老
の
﹁
時
務
二
十
�
八
條
﹂
に
從
い
政
治
改
革
を
斷
行
し
た
︒
な
か
で
も
︑
成
宗

に
よ
る
官
制
改
革
は
︑
高
麗
に
お
け
る
中
央
集
權
政
策
の
一
つ
の
到
�
點
と
し
て
¯
價
さ
れ
て
い
る
︒
成
宗
元
年

(
九
八
二
)
の
官
制
改
革
で
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は
中
國
�
�
の
三
省
六
部
の
體
制
が
初
め
て
V
面
�
に
°
用
さ
れ
る
︒
こ
の
時
︑
そ
の
官
署
名
・
官
職
名
が
宗
%
國
で
あ
る
北
宋
の
制
度
の
名

稱
で
は
な
く
て
寧
ろ
儒
敎
古
典
に
直
接
依
據
し
た
名
稱
を
°
用
し
て
い
る
點
に
︑
上
國
で
あ
る
北
宋
の
制
度
を
敬
U
し
て
皇
f
の
禮
を
犯
す
ま

い
と
す
る
高
麗
の
諸
侯
國
と
し
て
の
自
S
識
が
C
示
さ
れ
て
い
る(51

)
︒
こ
の
よ
う
に
成
宗
は
高
麗
國
內
の
安
定
を
推
�
し
た
が
︑
鴨
綠
江
液
域
の

女
眞
族
の
歸
屬
を
³
る
契
丹
と
の
外
�
問
題
に
直
面
し
た
︒

成
宗
十
二
年

(九
九
三
)
︑
高
麗
は
契
丹
の
大
規
模
な
G
掠
を
Z
け
る(52

)
︒
高
麗
首
腦
陣
の
中
に
は
V
面
影
伏
を
%
張
す
る
者
も
現
れ
た
が
︑

結
局
は
徐
煕
の
外
�
�
涉
が
功
を
奏
し
︑
北
宋
と
の
事
大
關
係
を
解
&
し
て
契
丹
へ
 
屬
す
る
こ
と
と
引
き
奄
え
に
契
丹
兵
を
引
か
せ
る
こ
と

に
成
功
し
た(53

)
︒
\
年
契
丹
の
年
號
を
始
め
て
;
う(54

)
︒
成
宗
十
四
年

(九
九
五
)
に
成
宗
は
再
び
官
制
改
革
を
行
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
時
に
三
省

六
部
の
官
署
名
・
官
職
名
も
一
律
に
中
國
�
制
の
呼
稱
に
改
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹁
中
華
﹂
の
權
威
を
體
現
す
る
こ
と
で
國
內
體
制
の
刷

怨
︑
[
び
失
µ
し
た
權
威
の
囘
復
を
圖
っ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る(55

)
︒

契
丹
に
は
北
宋
と
の
提
携
を
切
る
こ
と
を
¶
束
し
た
高
麗
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
言
葉
と
は
裏
腹
に
成
宗
十
三
年

(九
九
四
)
六
�
︑
北
宋
に

;
�
を
�
i
し
て
契
丹
征
伐
を
願
い
出
た(56

)
︒
し
か
し
挾
擊
の
提
案
は
北
宋
に
拒
絕
さ
れ
︑
こ
こ
に
高
麗
の
二
面
外
�
は
失
敗
に
P
わ
る
︒
以
影
︑

七
代
穆
宗
の
末
年
ま
で
︑
契
丹
に
從
屬
す
る
形
で
高
麗
と
契
丹
の
友
好
關
係
が
續
く
の
で
あ
る(57

)
︒

(ⅱ
)
成
宗
〜
穆
宗
代
の
佛
敎
と
智
宗
の
活
動

八
關
會
や
燃
燈
會
な
ど
を
停
止
し
︑
ま
た
怨
た
な
寺
院
円
立
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
成
宗
の
治
世
は
︑
高
麗
�
上
唯
一
抑
佛
政
策
が
實
行
さ
れ

た
と
¯
さ
れ
て
い
る(58

)
︒
し
か
し
成
宗
の
後
を
繼
い
だ
穆
宗
が
卽
位
す
る
と
︑
成
宗
が
廢
止
し
た
八
關
會
や
燃
燈
會
と
い
っ
た
國
家
�
佛
敎
行
事

が
復
活
し
︑
寺
院
の
創
円
も
再
開
さ
れ
た
︒
ま
た
﹃
高
麗
�
﹄
に
は
康
兆
に
よ
っ
て
弑
さ
れ
た
穆
宗
の
葬
儀
の
樣
子
が
描
か
れ
て
い
る(59

)
︒
そ
れ

は
佛
式
の
葬
儀
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
か
ら
も
當
時
の
高
麗
で
佛
敎
の
影
j
力
が
强
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
︒
こ
う
し
た
時
代
背
景
の
も
と
︑
智

宗
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か
を
確
�
す
る
︒
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先
営
し
た
よ
う
に
︑
成
宗
は
高
麗
の
歷
代
國
王
で
唯
一
抑
佛
政
策
を
行
っ
た
國
王
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
契
丹
・
北
宋
と
の
外
�

問
題
が
深
刻
�
し
た
淳
�
年
閒

(九
九
〇
〜
九
九
四
)
︑
智
宗
は
成
宗
か
ら
宮
中
に
呼
ば
れ
て
い
る(60

)
︒
高
麗
の
歷
代
國
王
で
唯
一
抑
佛
政
策
を

行
っ
た
國
王
で
あ
る
成
宗
が
こ
の
時
�
に
智
宗
と
接
觸
を
持
つ
理
由
を
C
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
し
て
︑﹃
佛
祖
瓜
紀
﹄
の
以
下
の
記
事
に

�
目
し
た
い
︒

(淳
�
元
年
)
高
麗
國
王
治

(成
宗
)
︑
i
;
し
て
﹃
大
藏
經
﹄
幷
び
に
﹁
御
製
佛
乘
�
集
﹂
を
賜
は
ら
ん
こ
と
を
乞
ふ
︒
詔
し
て
之
を
給

ふ
︒
(中
略
)
(淳
�
四
年
)
高
麗
國
王
治
︑
i
;
し
て
﹃
藏
經
﹄﹁
御
製
�
集
﹂
を
賜
は
る
を
謝
す(

61
)

︒

こ
こ
か
ら
︑
淳
�
元
年
と
淳
�
四
年
に
高
麗
か
ら
;
�
が
�
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
︒﹁
御
製
佛
乘
�
集
﹂
は
端
拱
元
年

(
九
八
八
)
に

箋
釋
さ
れ
︑
\
端
拱
二
年

(九
八
九
)
に
下
賜
さ
れ
始
め
た
も
の
で
あ
る(62

)
︒
こ
う
し
た
�
報
が
卽
座
に
高
麗
に
渡
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
き
を
禁

じ
え
な
い
︒

�
営
し
た
よ
う
に
︑
北
宋
に
お
い
て
贊
寧
が
淳
�
元
年

(九
九
〇
)
に
左
街
`
經
首
座
︑
\
年
に
�
館
A
修
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
︑

贊
寧
は
宋
太
宗
と
·
し
い
關
係
に
あ
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
智
宗
は
贊
寧
と
面
識
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
︑
北
宋
か
ら
の
﹃
大
藏
經
﹄
と

﹁
御
製
佛
乘
�
集
﹂
の
輸
入
に
際
し
て
贊
寧
か
ら
宋
太
宗
へ
の
取
り
な
し
を
�
待
し
て
︑
宮
中
へ
智
宗
が
呼
ば
れ
た
と
解
釋
す
べ
き
で
あ
ろ
う(63

)
︒

し
か
し
︑
淳
�
元
年
に
;
�
が
中
國
へ
到
着
し
て
︑
謝
禮
の
;
�
が
�
i
さ
れ
る
ま
で
に
三
年
の
閒
¸
が
あ
る
こ
と
に
疑
問
が
あ
る
︒
ち
ょ
う

ど
高
麗
は
こ
の
淳
�
四
年
に
契
丹
か
ら
G
掠
を
Z
け
て
お
り
︑
\
年
に
北
宋
へ
契
丹
挾
擊
の
提
案
を
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
︑﹃
佛
祖

瓜
紀
﹄
の
記
事
は
こ
う
し
た
外
�
問
題
に
關
す
る
事
�
�
涉
の
;
�
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
成
宗
に
よ
っ
て
宮
中
に
招

か
れ
た
の
は
外
�
に
關
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

穆
宗
が
卽
位
す
る
と
智
宗
の
法
號
は
光
天
*
炤
至
覺
智
滿
圓
默
禪
師
と
な
り
︑
佛
恩
寺
・
護
國
外
f
釋
院
な
ど
の
a
持
を
歷
任
し
て
い
る(64

)
︒
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高
麗
の
重
�
な
寺
院
の
a
持
を
し
て
い
る
よ
う
に
︑
穆
宗
代
に
も
智
宗
が
重
用
さ
れ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
穆
宗
代
に
は
高
麗
佛
敎
界
の
勢
力

圖
に
變
�
が
�
き
て
い
る
︒
穆
宗
卽
位
後
に
円
立
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
崇
敎
寺(65

)
は
法
相
宗
の
寺
院
で
あ
り
︑
法
相
宗
が
頭
角
を
現
し
た
こ
と
が

分
か
る
︒
さ
ら
に
こ
こ
で
京
都
國
立
¹
物
館
が
M
藏
す
る
紺
紙
金
字
大
寶
積
經
の
奧
書(66

)
に
�
目
さ
れ
た
い
︒

大
寶
積
經
卷
第
三
十
二

菩
�
戒
弟
子
南
贍
部
洲
高
麗
國
應
天
º
»
¼
德
王
太
后

皇
甫
氏

大
中
大
夫
尙
書
左
僕
射
½
三
司
隴
西
縣
開
國
男
食
邑
三
百
戶
金

致
陽

同
心
發
願
寫
成
金
字
大
蔵
經

瓜
和
二
十
四
年
七
�

日

謹
記

書
者
崔

成
朔

用
紙
十
六
幅

初
校
花
嚴
業
了
眞
炤
世
大
師

曇
昱

重
校
花
嚴
業
大
師

緣
密

こ
の
�
料
か
ら
︑
當
時
高
麗
の
政
治
の
實
權
を
握
っ
て
い
た
千
秋
太
后
・
金
致
陽(67

)
と
華
嚴
宗
と
の
關
係
の
深
さ
が
伺
え
る
︒
契
丹
に
事
大
す

る
こ
と
を
決
め
た
の
と
時
�
を
同
じ
く
し
て
︑
國
王
と
法
相
宗
・
華
嚴
宗
が
接
·
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
一
方
で
禪
宗
も
智
宗
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
相
變
わ
ら
ず
重
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
狀
況
は
禪
敎
竝
立
の
時
�
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
高
麗
�
�
の
佛
敎
の
あ
り
方
を
示
す
も

の
と
言
え
よ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
狀
況
を
齎
し
た
の
は
國
際
�
勢
の
變
�
で
あ
っ
た
︒
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第
三
違

顯
宗
の

生
と
佛
敎

一
〇
〇
四
年
に
北
宋

(眞
宗
)
と
契
丹

(»
宗
)
の
`
和
が
成
立
す
る
︒
こ
れ
が
�
に
名
高
い
澶
淵
の
Â
で
あ
る(

68
)

︒
澶
淵
の
Â
の
結
果
︑
宋

の
對
高
麗
政
策
が
&
極
�
し
︑
反
對
に
契
丹
の
對
高
麗
政
策
が
積
極
�
す
る
︒
後
Ã
の
憂
が
な
く
な
っ
た
契
丹
は
高
麗
に
對
し
て
强
硬
な
態
度

を
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
國
際
�
勢
の
變
�
の
中
︑
高
麗
で
は
康
兆
の
亂
が
發
生
し
て
穆
宗
が
廢
位
さ
れ
︑
顯

宗
が
卽
位
す
る
︒

第
一
�

顯
宗
卽
位
の
背
景

成
宗
が
c
く
な
り
穆
宗
が
卽
位
す
る
と
︑
穆
宗
の
母
で
あ
る
千
秋
太
后
の
垂
�
聽
政
が
始
ま
る
︒
千
秋
太
后
は
自
身
の
外
戚
で
あ
る
金
致
陽

ら
を
登
用
し
て
權
力
基
盤
と
し
︑
ま
た
金
致
陽
と
私
!
し
て
子
供
を
產
ん
だ(69

)
︒
千
秋
太
后
は
金
致
陽
と
の
閒
に
生
ま
れ
た
子
供
を
王
太
子
に
册

立
す
る
た
め
︑
候
補
者
を
殺
Å
も
し
く
は
出
家
さ
せ
て
王
位
繼
承
者
か
ら
外
す
こ
と
を
目
論
ん
だ
︒
そ
の
た
め
︑
太
祖
の
第
八
子
の
王
郁
と
五

代
景
宗
の
妃
の
一
人
で
千
秋
太
后
の
姉
妹
で
も
あ
る
獻
貞
王
后
と
の
不
@
切
な
關
係
の
末
に
生
ま
れ
た
王
詢

(後
の
八
代
顯
宗
)
は
穆
宗
三
年

(一
〇
〇
〇
)
も
し
く
は
穆
宗
四
年

(一
〇
〇
一
)
︑
千
秋
太
后
に
よ
っ
て
出
家
さ
せ
ら
れ
て
い
る(

70
)

︒
不
義
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
王
詢
で
あ
っ
た

が
︑
彼
は
千
秋
太
后
の
壓
力
で
出
家
す
る
ま
で
宗
室
に
籍
を
置
い
て
お
り
︑
王
位
繼
承
の
m
格
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る(71

)
︒

(ⅰ
)
康
兆
の
亂

穆
宗
十
二
年

(一
〇
〇
九
)
正
�
壬
申
︑
燃
燈
會
の
火
が
千
秋
殿
に
#
燒
す
る
事
件
が
�
き
て
か
ら
穆
宗
は
病
と
稱
し
て
群
臣
と
の
面
會
を

拒
否
す
る
︒
穆
宗
は
蔡
忠
順
︑
崔
沆
と
密
議
し
て
皇
甫
兪
義
を
�
i
し
て
王
詢
を
神
穴
寺
か
ら
�
え
さ
せ
た
︒
こ
の
時
の
事
�
に
つ
い
て
︑

﹃
高
麗
�
﹄
蔡
忠
順
傳
に
は
︑
金
致
陽
が
密
か
に
劉
忠
正
に
穆
宗
Ç
殺
を
唆
し
て
千
秋
太
后
と
金
致
陽
と
の
閒
に
生
ま
れ
た
子
供
を
王
位
に
つ
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け
る
こ
と
を
劃
策
し
た
が
︑
劉
忠
正
が
È
S
し
て
穆
宗
に
計
劃
を
打
ち
C
け
た
︑
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
王
宮
內
の
動
き
と
は
別
に
︑

二
�
に
西
北
面
都
³
檢
;
の
康
兆
が
擧
兵
す
る
︒
開
京
を
攻
略
し
た
康
兆
は
穆
宗
・
千
秋
太
后
・
蔡
忠
順
・
劉
忠
正
を
法
王
寺
に
移
す
︒
そ
の

後
す
ぐ
に
皇
甫
兪
義
が
詢
を
奉
じ
て
開
京
に
至
る
と
︑
穆
宗
を
廢
し
た
︒
こ
れ
が
M
謂
﹁
康
兆
の
亂
﹂
で
あ
る
︒
康
兆
の
亂
の
結
果
︑
千
秋
太

后
は
實
家
の
黃
州
へ
液
さ
れ
︑
穆
宗
は
廢
位
の
後
に
殺
さ
れ
︑
そ
し
て
王
詢
が
卽
位
し
て
高
麗
八
代
國
王
顯
宗
と
な
っ
た(72

)
︒

卽
位
し
た
顯
宗
を
待
っ
て
い
た
の
は
ク
ー
デ
タ
ー
の
善
後
處
理

(內
憂
)
と
契
丹
»
宗
の
親
征

(外
患
)
で
あ
る
︒
そ
し
て
顯
宗
は
そ
の
治

世
を
!
し
て
契
丹
と
の
關
係
に
苦
心
す
る
こ
と
に
な
る
︒

(ⅱ
)
契
丹
»
宗
の
親
征

本
論
の
理
解
の
た
め
に
契
丹
»
宗
の
親
征
に
關
す
る
知
識
は
必
�
不
可
缺
な
の
で
︑
經
<
に
つ
い
て
先
行
硏
究(73

)
に
依
據
し
て
整
理
す
る
︒

康
兆
の
亂
直
後
の
顯
宗
卽
位
年

(一
〇
〇
九
)
二
�
︑
康
兆
は
中
臺
;

(中
臺
省
長
官
)
と
な
り
出
É
・
宿
衞
・
軍
事
の
機
務
を
掌
る
と
︑
;

�
を
契
丹
に
�
i
し
︑
穆
宗
の
喪
と
怨
王
の
卽
位
を
吿
げ
た
︒
ま
た
四
�
に
は
契
丹
皇
太
后
の
生
辰
を
賀
す
る
常
例
の
;
�
も
�
i
す
る
︒
瓜

和
二
十
七
年

(一
〇
〇
九
)
十
二
�
に
契
丹
皇
太
后
蕭
氏
が
Ë
じ
る
と
︑
\
年
四
�
に
乾
州
に
葬
ら
れ
た
が
︑
こ
の
際
に
高
麗
か
ら
弔
祭
と
會

葬
の
;
�
が
契
丹
に
赴
い
て
い
る
︒
高
麗
は
︑
こ
れ
ま
で
!
り
の
契
丹
︱
高
麗
關
係
を
續
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
︒
し
か
し
五
�
︑
契
丹
»
宗

は
高
麗
征
伐
の
詔
を
下
す
︒
顯
宗
元
年

(一
〇
一
〇
)
七
�
︑
契
丹
»
宗
の
詔
を
齎
し
た
;
�
が
高
麗
に
到
來
し
︑
�
王
穆
宗
が
廢
位
さ
れ
た

理
由
が
問
わ
れ
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑
高
麗
は
八
�
に
契
丹
へ
;
�
を
�
i
し
︑
ま
た
九
�
に
は
秋
季
問
候
の
常
例
の
;
者
を
�
i
し
︑
同
時
に

特
;
を
東
京
に
�
i
し
て
好
を
修
め
さ
せ
た
が
»
宗
は
高
麗
征
伐
を
È
S
し
な
か
っ
た
︒

十
�
に
至
り
︑
高
麗
は
康
兆
を
行
營
都
瓜
;
に
任
命
し
︑
三
十
萬
と
稱
す
る
大
軍
を
Ì
い
て
!
州
に
Í
屯
さ
せ
�
擊
體
制
を
整
え
る
︒
そ
の

一
方
で
`
和
の
;
者
を
契
丹
に
�
i
し
︑
ま
た
十
一
�
に
は
恒
例
の
賀
冬
至
;
を
�
i
し
て
恭
順
の
S
を
示
し
た
︒
し
か
し
ほ
ど
な
く
し
て
»

宗
の
親
征
の
報
が
高
麗
に
傳
わ
る
︒
十
一
�
中
旬
︑
»
宗
は
自
ら
大
軍
を
Ì
い
て
鴨
綠
江
を
渡
り
︑
興
�
鎭
を
圍
ん
だ
︒
興
�
鎭
の
守
備
兵
が
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頑
强
に
抵
抗
し
た
こ
と
か
ら
︑
»
宗
は
軍
を
!
州
に
移
し
て
康
兆
と
對
峙
し
︑
康
兆
軍
を
擊
破
し
て
康
兆
を
捕
ら
え
て
處
𠛬
し
た
︒
そ
し
て
十

二
�
に
は
破
竹
の
勢
い
で
開
京
に
Ï
っ
た
︒
身
の
危
險
を
感
じ
た
顯
宗
は
十
二
�
二
十
八
日
︑
后
妃
ら
と
共
に
開
京
を
脫
出
し
て
羅
州
を
目
指

し
て
南
下
す
る
︒
顯
宗
が
開
京
を
脫
出
し
て
三
日
後
に
當
た
る
瓜
和
二
十
九
年

(
一
〇
一
一
)
元
日
に
»
宗
は
開
京
に
入
城
し
宗
ê
・
宮
闕
・

民
屋
に
火
を
放
っ
た
た
め
︑
開
京
は
灰
燼
に
歸
し
た
︒

»
宗
の
開
京
入
城
の
�
日
︑
大
ï
日
に
楊
州
に
宿
っ
た
顯
宗
は
河
拱
辰
等
を
`
和
の
;
者
を
た
て
て
契
丹
の
陣
營
に
�
i
し
︑
顯
宗
が
契
丹

へ
入
�
す
る
こ
と
を
條
件
に
`
和
す
る
︒
こ
れ
以
影
»
宗
は
軍
を
南
に
�
め
ず
開
京
に
留
ま
り
︑
正
�
十
一
日
に
軍
を
引
き
揚
げ
︑
二
十
九
日

に
鴨
綠
江
を
渡
っ
て
歸
國
し
た
︒

一
方
︑
開
京
を
棄
て
て
Q
c
し
た
顯
宗
一
向
は
楊
州
・
廣
州
・
陽
城
・
蛇
山
な
ど
を
<
ぎ
て
ひ
た
す
ら
南
下
し
︑
正
�
十
三
日
に
V
羅
5
の

羅
州
に
入
っ
た
が
︑
こ
の
日
に
契
丹
兵
が
開
京
を
引
き
揚
げ
た
こ
と
を
知
る
︒
顯
宗
は
二
�
二
十
三
日
に
開
京
に
Ñ
っ
た
が
︑
四
�
に
は
契
丹

に
i
;
し
て
班
師
を
謝
し
た
︒
こ
の
後
も
高
麗
は
契
丹
と
の
關
係
安
定
を
優
先
さ
せ
︑
秋
八
�
に
康
兆
の
一
味
を
液
罪
に
處
す
る
に
[
ん
で
;

者
を
契
丹
に
�
i
し
て
顛
末
を
報
吿
し
︑
ま
た
︑
常
例
の
!
り
に
冬
十
�
に
は
賀
冬
至
;
︑
十
一
�
に
は
賀
生
辰
;
を
�
i
し
た
︒
し
か
し
`

和
條
件
で
あ
っ
た
顯
宗
の
入
�
が
一
向
に
實
現
さ
れ
な
い
こ
と
が
契
丹
側
か
ら
問
題
視
さ
れ
る
︒
顯
宗
三
年

(一
〇
一
二
)
六
�
に
高
麗
は
夏

季
問
候
;
と
し
て
田
拱
之
を
�
i
し
︑
顯
宗
が
病
の
た
め
入
�
を
辭
し
た
こ
と
を
奏
上
し
た
た
め
︑
激
怒
し
た
»
宗
は
興
�
・
!
州
・
龍
州
・

鐵
州
・
郭
州
・
û
州
の
六
城
を
Ñ
付
す
る
こ
と
を
命
じ
た
︒
こ
の
六
城
は
成
宗
十
二
年

(
九
九
三
)
に
契
丹
か
ら
G
攻
を
Z
け
た
際
に
︑
高
麗

が
契
丹
へ
の
�
貢
の
!
路
を
開
く
名
目
で
契
丹
か
ら
領
�
を
�
め
ら
れ
た
鴨
綠
江
東
方
の
地
域
で
あ
り
︑
こ
の
地
に
a
む
女
眞
を
經
略
す
る
た

め
に
高
麗
が
築
城
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
以
影
︑
六
城
を
³
っ
て
契
丹
と
高
麗
の
爭
い
が
激
�
す
る
の
で
あ
る
︒

以
上
が
顯
宗
卽
位
以
來
直
面
し
た
契
丹
»
宗
の
親
征
の
槪
略
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
高
麗
は
一
貫
し
て
契
丹
と
の
衝
突
を

囘
U
す
る
こ
と
に
盡
力
し
た
︒
し
か
し
︑
高
麗
の
努
力
に
關
わ
ら
ず
契
丹
が
强
硬
な
�
勢
を
Ë
さ
な
か
っ
た
た
め
︑
�
P
�
に
は
武
力
衝
突
に

至
り
︑
結
果
と
し
て
高
麗
は
契
丹
に
屈
 
し
︑
そ
の
う
え
契
丹
へ
 
屬
し
た
後
も
六
城
の
Ó
Ñ
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
契
丹
の
對
應
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は
高
麗
に
お
い
て
對
契
丹
强
硬
�
が
活
動
す
る
背
景
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

第
二
�

顯
宗
卽
位
後
の
智
宗
の
活
動

本
�
で
は
︑
顯
宗
が
卽
位
し
て
か
ら
の
智
宗
の
活
動
を
確
�
す
る
︒
人
生
の
晚
年
に
當
た
る
こ
の
時
�
の
智
宗
の
行
動
も
や
は
り
高
麗
の
外

�
と
聯
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

顯
宗
卽
位
年

(一
〇
〇
九
)
︑
智
宗
は
大
禪
師
に
除
せ
ら
れ
て
廣
C
寺
に
a
む
よ
う
に
な
り
︑
ま
た
法
號
に
﹁
寂
然
﹂
を
加
え
ら
れ
る
︒
そ
し

て
顯
宗
四
年

(一
〇
一
三
)
に
智
宗
は
王
師
に
册
封
さ
れ
る
が
︑
こ
の
年
に
は
契
丹
と
六
城
の
歸
屬
を
³
る
激
し
い
外
�
問
題
が
發
生
し
て
お

り
︑
\
年
に
は
北
宋
に
�
貢
を
打
診
し
て
い
る(74

)
︒
北
宋
と
契
丹
の
閒
で
搖
れ
る
︑
緊
Ï
し
た
政
治
狀
況
下
に
お
い
て
︑
智
宗
は
王
師
に
任
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
顯
宗
六
年

(一
〇
一
五
)
に
高
麗
は
郭
元
を
北
宋
に
�
i
し
︑
契
丹
の
G
掠
を
北
宋
に
訴
え
て
い
る(75

)
︒
郭
元
は
\

年
正
�
に
歸
國
し
︑
北
宋
か
ら
の
積
極
�
な
�
助
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
報
吿
を
す
る(76

)
の
で
あ
る
が
︑
郭
元
の
歸
Ñ
以
影
高
麗
は
北
宋
の
年
號

を
再
び
;
用
す
る
よ
う
に
な
る(77

)
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
;
�
を
�
i
し
た
時
點
で
旣
に
外
�
の
方
針
が
定
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る(78

)
︒
智

宗
が
王
師
で
あ
る
時
�
の
高
麗
は
︑
北
宋
と
の
外
�
關
係
を
再
開
し
契
丹
に
對
抗
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
時
�
で
あ
っ
た
︒
智
宗
の
王
師
任
命

も
こ
う
し
た
高
麗
の
外
�
方
針
に
沿
う
も
の
で
あ
る
︒
王
師
に
任
じ
ら
れ
て
か
ら
の
智
宗
は
高
麗
國
王
を
�
き
︑
多
く
の
民
衆
を
救
濟
し
た
と

あ
る(

79
)

︒
顯
宗
九
年

(一
〇
一
八
)
︑
智
宗
は
八
十
九
年
の
生
涯
を
閉
じ
る
︒
智
宗
の
三
囘
忌
に
當
た
る
顯
宗
十
一
年

(一
〇
二
〇
)
︑
高
麗
は
契
丹
と
の

關
係
改
善
を
圖
り
契
丹
へ
i
;
し
︑
そ
の
一
方
で
北
宋
に
も
金
猛
を
�
i
し
て
二
面
外
�
の
樣
相
を
Õ
す
る
︒
こ
れ
は
﹁
北
宋
へ
の
事
大
を
續

け
る
﹂
か
﹁
契
丹
へ
事
大
す
る
﹂
か
で
國
內
の
議
論
が
分
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
顯
宗
十
二
年

(
一
〇
二
一
)
︑
契
丹
へ
 

屬
す
る
旨
を
北
宋
に
傳
え(80

)
︑
\
年
北
宋
と
の
關
係
を
Ö
絕
し
︑
契
丹
の
册
封
を
Z
け
る
こ
と
に
な
る(81

)
︒
こ
う
し
た
�
勢
に
お
い
て
円
て
ら
れ
た

﹁
開
城
興
國
寺
石
塔
碑(82

)
﹂
を
確
�
す
る
︒
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菩
�
戒
弟
子
�
違
事
姜
邯
瓚

奉
為

邦
家
永
泰
Ø
Ù
常
安
敬
造

此
塔
永
閏

供
養

時
天
禧
五
年
五
�

日
也

�
違
事
姜
邯
贊(83

)
が
高
麗
國
の
�
和
を
祈
っ
て
円
立
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
碑
を
円
て
た
姜
邯
贊
は
顯
宗
十
年

(
一
〇
一
九
)
に

û
州
で
契
丹
軍
に
壞
滅
�
な
ダ
メ
ー
ジ
を
與
え
︑
後
に
神
格
�
さ
れ
る
人
物
で
あ
る(84

)
︒
天
禧
は
北
宋
の
年
號
で
︑
天
禧
五
年
は
一
〇
二
一
年
に

當
た
る
︒
顯
宗
十
二
年

(天
禧
五
年
︑
一
〇
二
一
)
六
�
に
高
麗
は
北
宋
に
i
;
し
︑
契
丹
に
事
大
す
る
こ
と
を
!
�
し
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
契

丹
へ
事
大
す
る
か
北
宋
と
の
關
係
を
續
け
る
か
で
議
論
が
�
こ
っ
て
い
た
�
中
に
﹁
開
城
興
國
寺
石
塔
碑
﹂
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

後
の
話
に
な
る
が
︑
顯
宗
二
十
年

(一
〇
二
九
)
興
遼
國
が
契
丹
に
Ú
し
た
た
め
契
丹
か
ら
荏
�
を
求
め
ら
れ
た
際
に
郭
元
は
契
丹
の
混
亂
に

乘
じ
て
鴨
綠
江
東
Û
の
地
を
取
る
事
を
�
言
す
る
︒
崔
士
威
・
徐
訥
・
金
猛
等
の
反
對
に
も
關
わ
ら
ず
郭
元
の
案
が
!
り
︑
高
麗
は
軍
事
行
動

に
出
る
も
失
敗
に
歸
す
る
の
で
あ
る
が(85

)
︑
と
も
す
れ
ば
契
丹
と
の
戰
端
を
開
き
か
ね
な
い
郭
元
の
提
案
を
荏
持
す
る
勢
力
が
一
定
の
力
を
持
っ

て
い
た
こ
と
に
�
S
し
た
い
︒
そ
の
勢
力
の
一
部
が
顯
宗
十
二
年
の
時
點
で
契
丹
へ
の
事
大
に
&
極
�
で
あ
っ
た
勢
力
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
あ
る
︒
高
麗
政
府
が
契
丹
と
の
`
和
に
向
け
て
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
中
で
︑
姜
邯
贊
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
あ
っ
た

か
は
不
C
で
あ
る
が
︑
高
麗
國
の
存
續
を
强
く
願
っ
て
い
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒

高
麗
が
契
丹
に
事
大
す
る
こ
と
を
北
宋
に
傳
え
た
の
は
顯
宗
十
二
年
で
あ
る
が
︑
そ
の
�
年
に
當
た
る
顯
宗
十
一
年

(
一
〇
二
〇
)
に
法
相

宗
の
法
鏡
が
王
師
に
任
じ
ら
れ
て
い
る

(表
1
參
照
)
︒
從
來
︑
顯
宗
卽
位
後
の
法
相
宗
擡
頭
の
�
因
と
し
て
①
卽
位
�
の
顯
宗

(王
詢
)
が
藏
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義
寺
や
神
穴
寺
な
ど
三
角
山
の
法
相
宗
寺
院
か
ら
の
保
護
を
Z
け
て
い
た
點
︒
②
契
丹
の
»
宗
に
G
掠
さ
れ
南

し
た
際
に
顯
宗
は
安
山
金
殷

傅
の
娘
を
娶
っ
た
が
︑
安
山
金
氏
は
三
角
山
南
の
漢
江
液
域
を
中
心
と
し
た
土
豪
の
後
裔
で
あ
り
︑
そ
れ
故
に
法
相
宗
と
深
い
關
係
が
あ
っ
た

點
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る(86

)
︒

從
來
の
見
解
に
加
え
て
︑
高
麗
の
外
�
方
針
と
の
關
聯
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
契
丹
に
お
い
て
は
»
宗
代

(九
八
三
〜
一
〇
三
一
)
も
法
相

宗
が
隆
盛
し
て
お
り
︑
國
際
�
な
活
)
を
し
た
契
丹
の
法
相
宗
僧
侶

(燕
京
憫
忠
寺
%
C
な
ど
)
も
存
在
し
て
い
た(87

)
︒
法
相
宗
は
契
丹
で
盛
ん
な

宗
�
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
法
鏡
を
王
師
に
任
じ
て
高
麗
佛
敎
界
の
頂
點
に
位
置
附
け
た
こ
と
は
契
丹
と
の
關
係
改
善
を
目
指
す
�
勢
を
示
す

も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
顯
宗
代
の
高
麗
に
お
け
る
法
相
宗
の
隆
盛
の
象
 
と
し
て
玄
�
寺
の
創
円
が
�
目
さ
れ
る
︒
玄
�
寺
は
智
宗
の
歿
年
の
顯
宗
九

年

(一
〇
一
八
)
六
�
︑
顯
宗
の
兩
親
で
あ
る
安
宗

(王
郁
)
と
獻
貞
王
后
の
冥
福
を
祈
る
願
刹
と
し
て
創
円
さ
れ
た(88

)
︒
顯
宗
は
玄
�
寺
に
怨

鑄
し
た
鍾
を
自
ら
擊
ち(89

)
︑
立
碑
を
觀
る
と
と
も
に
篆
額
を
自
ら
書
し
た(90

)
︒
そ
し
て
玄
�
寺
を
經
濟
�
に
も
優
p
し
て
い
た(91

)
︒
崔
炳
憲
が
指
摘
す

る
よ
う
に
︑
こ
の
時
玄
�
寺
に
施
É
さ
れ
た
の
は
對
契
丹
の
た
め
に
用
S
さ
れ
た
屯
田
で
あ
り(92

)
︑
屯
田
を
施
É
し
た
の
は
對
契
丹
戰
時
體
制
を

解
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う(93

)
︒

第
三
違
第
二
�
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
六
城
を
め
ぐ
る
外
�
問
題
に
直
面
し
た
高
麗
に
お
い
て
︑﹁
契
丹
に
事
大
す
る
﹂
か
﹁
北
宋
と
の
事

大
を
繼
續
す
る
﹂
か
︑
と
い
う
二
つ
の
外
�
方
針
が
存
在
し
た
︒
一
度
は
郭
元
を
�
i
し
北
宋
へ
の
事
大
を
決
め
た
高
麗
で
あ
っ
た
が
︑
し
か

し
現
實
�
に
北
宋
か
ら
の
積
極
�
な
�
助
を
得
ら
れ
な
い
以
上
︑
北
宋
と
の
關
係
を
斷
絕
し
て
契
丹
に
事
大
す
る
こ
と
は
時
閒
の
問
題
で
あ
っ

た
︒
こ
う
し
た
�
勢
に
お
い
て
︑
法
相
宗
の
法
鏡
を
玄
�
寺
の
a
持
に
拔
-
し
王
師
に
任
命
し
た
の
は
︑
契
丹
へ
の
事
大
を
�
提
と
し
て
國
內

に
お
け
る
言
論
を
�
停
す
る
こ
と
が
�
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
一
方
で
︑
こ
れ
ま
で
詳
細
に
見
て
き
た
!
り
の
經
歷
か
ら
︑
北
宋
と

の
關
係
に
Ý
み
を
か
け
る
立
場
に
·
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
禪
宗
一
�
は
王
權
と
の
Þ
離
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
高
麗
の
外
�
方
針
の
變
�
に

こ
そ
︑
王
師
の
ポ
ス
ト
が
禪
宗
の
も
の
か
ら
華
嚴
宗
・
法
相
宗
の
も
の
へ
と
移
り
變
わ
っ
て
い
っ
た
�
因
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
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結

語

本
稿
で
は
光
宗
代
か
ら
顯
宗
代
ま
で
の
高
麗
佛
敎
と
國
際
�
勢
と
の
關
係
を
考
證
し
た
︒
本
稿
の
%
人
公
で
あ
る
智
宗
は
靑
年
時
代
を
高
麗

國
王
と
關
係
の
·
い
名
僧
�
の
も
と
で
<
ご
し
︑
中
國
へ
渡
る
と
#
壽
・
義
寂
の
も
と
で
修
業
し
た
︒
そ
し
て
豫
て
よ
り
�
目
さ
れ
て
き
た
高

麗
か
ら
吳
越
國
へ
の
經
典
傳
�
に
關
し
て
︑
國
淸
寺
の
義
寂
の
も
と
へ
高
麗
の
經
典
を
屆
け
た
現
場
に
居
合
わ
せ
た
蓋
然
性
が
高
い
︒
ま
た
傳

敎
院
で
佛
法
を
敎
}
し
た
こ
と
か
ら
︑
智
宗
の
學
識
は
中
國
で
廣
く
�
め
ら
れ
て
お
り
︑
智
宗
が
義
天
に
先
行
す
る
國
際
�
學
僧
で
あ
っ
た
こ

と
は
C
白
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
こ
う
し
た
中
國
で
の
輝
か
し
い
經
歷
を
持
つ
智
宗
は
歸
國
後
︑
高
麗
が
契
丹
の
壓
Ï
を
Z
け
る
緊
Ï
し
た

狀
況
下
で
國
王
と
接
·
す
る
︒
そ
れ
は
筆
者
が
推
測
す
る
よ
う
に
︑﹃
大
藏
經
﹄
と
宋
太
宗
の
﹁
御
製
佛
乘
�
集
﹂
を
輸
入
す
る
上
で
智
宗
と

贊
寧
と
の
關
係
を
利
用
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
後
︑
澶
淵
の
Â
が
閲
結
さ
れ
て
契
丹
の
高
麗
に
對
す
る
態
度
が
硬
�
し
︑﹁
契
丹
に
à
協

し
て
も
報
わ
れ
な
い
﹂
と
½
斷
し
た
高
麗
は
外
�
方
針
を
轉
奄
し
︑
再
び
北
宋
に
事
大
す
る
︒
こ
う
し
た
外
�
の
轉
奄
時
�
に
王
師
に
任
じ
ら

れ
た
の
が
智
宗
で
あ
り
︑
智
宗
が
王
師
で
あ
る
�
閒
は
北
宋
へ
の
事
大
の
�
勢
が
Ë
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
再
度
契
丹
へ
の
事
大
を
決
議
す

る
の
は
智
宗
の
三
囘
忌
に
當
た
る
顯
宗
十
一
年

(一
〇
二
〇
)
で
あ
っ
た
︒
以
影
︑
高
麗
の
契
丹
へ
の
事
大
は
睿
宗
十
一
年

(一
一
一
六
)
ま
で

續
く
︒

時
は
液
れ
て
睿
宗
二
年

(一
一
〇
七
)
正
�
︑
禪
僧
の
曇
眞
が
王
師
に
任
命
さ
れ
た
︒
智
宗
以
影
凡
そ
八
十
年
ぶ
り
と
な
る
禪
宗
か
ら
の
王

師
任
命
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
際
︑
金
緣

(後
に
金
仁
存
と
名
�
を
改
め
る
︒
以
下
で
は
金
仁
存
に
瓜
一
)
が
曇
眞
の
王
師
任
命
に
反
對
し
て
睿
宗
を

諫
め
て
い
る(94

)
︒
王
師
の
任
命
に
反
對
の
聲
が
擧
が
っ
た
の
は
管
見
の
限
り
こ
の
事
例
し
か
確
�
で
き
ず
︑
極
め
て
衣
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
金

仁
存
は
遼
;
の
學
士
孟
初
と
の
�
液
が
特
筆
さ
れ
て
お
り
︑
先
代
の
肅
宗

(在
位
一
〇
九
五
〜
一
一
〇
五
)
が
c
く
な
っ
た
時
に
は
契
丹
へ
哀
を

吿
げ
に
行
っ
て
い
る(95

)
だ
け
で
な
く
︑
女
眞
と
九
城
を
³
る
軍
事
衝
突
が
�
き
た
際
に
は
契
丹
の
立
場
に
沿
っ
た
S
見
を
上
奏
し
て
い
る(96

)
︒
そ
し

て
︑
北
宋
に
;
�
と
し
て
赴
い
た
際
に
は
5
宗
の
歡
待
を
Z
け
な
が
ら
も
﹁
f
我
が
國
に
厚
く
し
て
︑
享
禮
常
に
衣
な
る
と
雖
も
︑
然
も
時
事
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を
觀
れ
ば
︑
華
侈
太
甚
だ
し
き
を
ば
嘆
く
べ
し
︒﹂
と
言
い
放
ち
︑
ま
た
歸
Ö
に
父
の
訃
報
に
接
す
る
と
喪
に
驅
け
つ
け
て
;
者
と
し
て
の
役

目
を
V
う
し
な
か
っ
た
た
め
︑
禮
を
失
し
て
い
た
と
譏
ら
れ
て
い
る(97

)
︒﹃
高
麗
�
﹄
の
列
傳
か
ら
讀
み
取
れ
る
金
仁
存
の
人
物
宴
は
︑
北
宋
よ

り
も
契
丹
と
の
關
係
を
重
視
す
る
人
物
で
あ
る
︒
契
丹
と
の
關
係
が
深
か
っ
た
金
仁
存
が
曇
眞
の
王
師
任
命
に
頑
强
に
反
對
し
た
の
は
︑
曇
眞

を
王
師
に
任
命
す
る
こ
と
が
契
丹
と
の
關
係
に
惡
影
j
を
與
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
憂
慮
し
た
か
ら
に
�
い
な
い
︒
そ
れ
は
高
麗
�
�
に
お
い

て
王
師
を
任
命
す
る
こ
と
と
事
大
關
係
と
に
相
關
關
係
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

本
稿
は
王
師
と
外
�
と
い
う
切
り
口
か
ら
%
に
光
宗
代
か
ら
顯
宗
代
の
高
麗
政
治
�
を
論
じ
た
︒
そ
の
た
め
︑
高
麗
國
內
政
治
に
お
け
る
S

思
決
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
︑
恰
も
外
�
關
係
か
ら
V
て
語
れ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
與
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
筆
者
の
力
量
不
足
に
よ
り
S

を
盡
く
せ
て
い
な
い
恨
み
が
あ
る
が
︑
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
︑
一
つ
の
視
座
か
ら
の
提
案
と
了
解
さ
れ
た
い
︒
よ
り
具
體
�
な
高
麗
國
內
で
の

S
思
決
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)

許
興
�
は
︑
王
師
國
師
の
册
封
は
高
僧
の
任
命
と
い
う
側
面
だ
け

で
な
く
當
時
優
勢
で
あ
っ
た
宗
�
へ
の
特
惠
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
許

興
�
︹
一
九
七
五
︺
三
五
〜
四
二
頁
︒
こ
れ
以
影
︑
王
師
國
師
の
任

命
が
高
麗
に
お
け
る
宗
�
の
勢
力
を
推
し
量
る
一
つ
の
基
準
と
し
て

;
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

(2
)

確
實
な
王
師
�
贈
事
例
は
韶
顯
・
5
詵
の
二
例
で
︑
共
に
肅
宗
代

(在
位
一
〇
九
五
〜
一
一
〇
五
)︒﹁
高
麗
國
尙
州
曦
陽
山
鳳
巖
寺
王

師
贈
諡
靜
眞
大
師
圓
悟
之
碑
銘
幷
序
﹂
に
出
て
く
る
5
憲
王
師
に
つ

い
て
は
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
︒

(3
)

高
麗
�
�
の
國
師
・
王
師
の
機
能
・
權
限
に
關
す
る
許
興
�
の
分

析
は
許
興
�
︹
一
九
八
六
d
︺
四
〇
六
〜
四
一
〇
頁
參
照
︒
こ
れ
に

對
し
︑
高
麗
後
�
の
國
師
・
王
師
は
實
質
�
な
機
能
・
權
限
を
持
っ

て
い
た
︑
と
す
る
︒
許
興
�
︹
一
九
八
六
d
︺
四
一
〇
〜
四
一
七
頁
︒

(4
)

朴
胤
珍
︹
二
〇
〇
六
︺
七
八
〜
八
八
頁
︒

(5
)

こ
の
う
ち
︑
惠
居

(
智
□
)
の
墓
誌
に
關
し
て
は
眞
贋
の
ほ
ど
に

も
疑
問
が
殘
る
が
︑
筆
者
は
實
物
を
確
�
で
き
て
い
な
い
の
で
︑
本

稿
で
は
朴
胤
珍
の
議
論
に
從
う
こ
と
と
す
る
︒

(6
)

『韓
國
金
石
�
大
系
﹄
卷
七
︑
江
原
5
â
︒

(7
)

國
師
︒
國
師
之
稱
︑
蓋
如
中
國
之
�
僧
職
綱
維
也
︒
其
上
一
等
︑

謂
之
王
師
︒
王
見
則
拜
之
︒
(中
略
)

阿
闍
梨
大
德
︒
(中
略
)
國
師
・
三
重
大
師
不
<
數
人
而
阿
闍
梨
一

等
人
數
極
衆
︒

四
庫
V
書
本
・
知
不
足
齋
叢
書
本
は
﹁
大
師
﹂
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の
二
字
を
缺
く
︒

(8
)

｢事
大
﹂
は
﹃
孟
子
﹄
梁
惠
王
違
句
下
︑
齋
宣
王
が
孟
子
に
ã
國

と
の
�
液
の
仕
方
を
ä
ね
た
話
を
典
據
と
し
︑
謂
わ
ば
中
國
と
小
國

と
の
閒
に
お
け
る
一
種
の
外
�
理
念
で
あ
る
︒
册
封
・
賜
印
・
頒
曆

と
い
っ
た
諸
形
式
を
å
守
し
た
上
で
︑
各
種
の
;
�
を
�
i
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
︒
本
稿
で
は
册
封
と
年
號
の
;
用
を
事
大
の
�
素

と
し
て
重
視
し
て
い
る
︒

(9
)

｢智
宗
碑
�
﹂

病
而
彌
亮
︑
Ã
以
眞
泠
謂
衆
曰
﹁
昔
︑
如
來
以

大
法
眼
付
諸
弟
子
︑
如
是
展
轉
︑
乃
至
于
今
︒
今
將
此
法
付
囑
於
汝
︒

汝
當
護
持
︑
無
令
斷
絕
︒
吾
滅
後
亦
不
得
以
喪
訃
奏
聞
︑
�
亂
規

矩
︒﹂
言
訖
示
�
︒

(10
)

 
城
末
治
︹
一
九
三
五
︺︑
金
龍
善
︹
一
九
九
六
︺︒

(11
)

碑
�
に
は
﹁
開
寶
三
年
﹂
と
あ
る
が
︑﹁
開
R
三
年
﹂
の
閒
�
い

で
あ
ろ
う
︒

(12
)

金
龍
善
︹
一
九
九
六
︺
九
一
〜
九
二
頁
︒

(13
)

許
興
�
︹
一
九
八
六
e
︺
三
六
六
頁
︒

(14
)

김
윤
지
︹
二
〇
一
六
︺︒

(15
)

峻
豐
年
號
の
;
用
例
の
一
つ
が
︑
本
稿
で
¥
う
﹁
智
宗
碑
�
﹂
で

あ
る
︒
こ
の
時
�
の
高
麗
は
U
諱
の
�
慣
が
定
着
し
て
い
な
い
こ
と

か
ら
︑
峻
豐
は
光
宗
の
定
め
た
獨
自
の
年
號
で
あ
る
と
理
解
し
た
︒

今
西
龍
︹
一
九
一
一
︺
は
疑
問
の
餘
地
あ
り
と
し
な
が
ら
も
峻
豐
を

﹁
円
隆
﹂
の
U
諱
と
み
る
が
︑
°
用
し
な
い
︒

(16
)

『佛
祖
瓜
紀
﹄
卷
八
︑
興
5
下
八
祖
紀
第
四
︑
に
は
開
寳
元
年
︑

福
州
漕
;
の
Ã
承
5
が
高
麗
人
僧
侶
で
あ
る
義
!
の
た
め
に
自
宅
を

喜
ç
し
て
傳
敎
院
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
義
!
は
義
寂
の

高
弟
で
あ
り
︑
﹃
佛
祖
瓜
紀
﹄
で
は
天
台
十
六
祖
と
し
て
立
傳
さ
れ

て
い
る
︒
發
足
し
た
て
の
傳
敎
院
に
お
い
て
︑
師
と
同
國
人
の
智
宗

が
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(17
)

『高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
九
年
四
�
條
︒

庚
午
︒
黃
霧
四

塞
︑
凡
四
日
︒
京
城
多
患
瘴
疫
︑
分
i
醫
療
之
︒

(18
)

宋
白
曰
︑
晉
天
福
中
︑
�
西
域
僧
襪
囉
來
�
︑
善
火
卜
︒
俄
辭
高

祖
︑
_
è
高
麗
︒
王
円
甚
禮
之
︒
時
契
丹
é
勃
海
之
地
�
年
矣
︒
円

因
從
容
謂
襪
囉
曰
﹁
勃
海
本
吾
親
戚
之
國
︒
其
王
爲
契
丹
M
虜
︒
吾

欲
爲
�
廷
攻
而
取
之
︑
且
欲
�
其
舊
怨
︒
師
廽
︑
爲
言
於
天
子
︑
當

定
�
兩
襲
之
︒﹂
襪
囉
Ñ
具
奏
︑
高
祖
不
報
︒
出
f
與
契
丹
�
兵
︑

襪
囉
復
奏
之
︒
f
i
郭
仁
p
飛
詔
諭
円
︑
深
攻
其
地
以
牽
脅
之
︒
會

円
已
卒
︑
武

(=

二
代
惠
宗
)
知
國
事
︒
與
其
父
之
大
臣
不
叶
︑
自

相
魚
肉
︒
內
難
稍
�
︑
兵
威
未
振
︑
且
夷
人
怯
懦
︒
襪
囉
之
言
︑
皆

円
虛
誇
ì
耳
︒

(19
)

是
日
︑
詔
曰
︑
西
天
中
印
土
~
竭
陀
舍
衞
國
大
菩
提
寺
三
藏
阿
闍

梨
沙
門
室
利
|
羅
︑
宜
賜
號
弘
泳
大
師
︒
な
お
︑
殿
本
で
は
U
諱
に

よ
り
﹁
弘
﹂
が
﹁
宏
﹂
に
改
め
ら
れ
て
い
る
︒

(20
)

二
十
一
年
春
三
�
︑
西
天
竺
僧
弘
泳
大
師
㗌
哩
嚩
日
羅
來
︒
本
~

竭
陁
國
大
法
輪
菩
提
寺
沙
門
也
︒
王
大
備
兩
街
威
儀
︑
法
駕
�
之
︒

(21
)

弘
泳
大
師
の
高
麗
訪
問
の
背
景
に
は
︑
九
三
七
年
に
高
麗
と
後
晉

の
!
�
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
と
の
關
聯
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
李
龍

範
︹
一
九
八
九
︺︒

(22
)

金
龍
善
︹
一
九
九
六
︺
九
二
頁
︒

(23
)

金
龍
善
︹
一
九
九
六
︺
九
一
〜
九
二
頁
︒

(24
)

｢高
麗
國
尙
州
曦
陽
山
鳳
巖
寺
王
師
贈
諡
靜
眞
大
師
圓
悟
之
碑
銘
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幷
序
﹂﹃
韓
國
金
石
�
大
系
﹄
卷
三
︑
慶
尙
北
5
â
︒
 
城
末
治

︹
一
九
三
五
︺
三
四
二
〜
三
四
六
頁
︒

(25
)

金
龍
善
︹
一
九
九
六
︺
九
二
頁
︒

(26
)

 
城
末
治
︹
一
九
三
五
︺
三
四
六
〜
三
五
二
頁
︒

(27
)

｢高
麗
國
廣
州
î
目
山
高
�
院
故
國
師
制
贈
諡
元
宗
大
師
î
眞
之

塔
碑
銘
幷
序
﹂﹃
韓
國
金
石
�
大
系
﹄
卷
五
︑
京
畿
5
â

(以
下

﹁
元
宗
大
師
碑
�
﹂)

í
奉
師
︑
號
爲
證
眞
大
師
︒

(28
)

金
杜
珍
︹
一
九
八
三
︺
な
ど
の
從
來
の
硏
究
で
は
︑
智
宗
が
#
壽

の
も
と
へ
參
じ
た
こ
と
の
一
事
を
も
っ
て
#
壽
の
思
想
と
智
宗
の
思

想
を
同
一
視
し
て
い
る
︒
無
論
︑
�
料
の
制
¶
か
ら
智
宗
の
思
想
傾

向
を
探
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
し
か
し
智
宗
の
思
想
が
#
壽
の
思

想
と
同
一
だ
と
假
定
す
る
に
し
て
も
︑
從
來
の
硏
究
が
想
定
し
て
い

た
﹁
#
壽=

敎
禪
一
致
﹂
或
い
は
﹁
#
壽=

禪
淨
一
致
﹂
と
い
う
理

解
は
元
代
以
影
成
立
し
た
も
の
に
<
ぎ
な
い
こ
と
が
�
獻
學
�
手
法

か
ら
C
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
柳
幹
康
︹
二
〇
一
五
︺
三
二
六
〜
三

七
五
頁
︒
そ
の
た
め
︑
智
宗
に
關
し
て
も
單
純
な
﹁
敎
禪
一
致
﹂
で

理
解
し
て
は
な
ら
な
い
︒

(29
)

柳
幹
康
︹
二
〇
一
五
︺
一
六
〜
二
三
頁
︑
を
參
考
に
し
た
︒

(30
)

『宋
高
僧
傳
﹄
が
錢
弘
俶
を
媒
介
と
し
て
高
麗
に
典
籍
を
求
め
さ

せ
た
こ
と
を
載
せ
な
い
點
に
關
し
て
︑
竺
沙
§
違
は
宋
に
歸
順
し
て

閒
も
な
い
吳
越
王
の
事
績
を
顯
頴
す
る
こ
と
を
贊
寧
が
忌
U
し
た
可

能
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
竺
沙
§
違
︹
二
〇
〇
〇
b
︺
六
〇
〜
六
一

頁
︒

(31
)

『宋
高
僧
傳
﹄
卷
第
七
︑
大
宋
天
台
山
螺
溪
傳
敎
院
義
寂
傳
二
十

三
︑
參
照
︒

(32
)

『佛
祖
瓜
紀
﹄
卷
八
︑
興
5
下
八
祖
紀
第
四
︑
十
五
祖
淨
光
-

者
︒

傳
法
弟
子
百
餘
人
︑
外
國
十
人
︒
義
!
實
爲
高
弟
︒

(33
)

贊
寧
に
つ
い
て
は
︑
牧
田
諦
亮
︹
一
九
五
三
︺・
黃
敬
家
︹
二
〇

〇
八
︺
參
照
︒

(34
)

『佛
祖
瓜
紀
﹄
卷
四
十
四
︑
法
R
!
塞
志
第
十
︑
淳
�
二
年
條
︒

敕
�
林
贊
寧
︑
閏
�
館
A
修
︒

な
お
︑
法
R
!
塞
志
は
未
完
成
の
ま
ま
出
版
さ
れ
た
﹃
四
庫
V
書
存

目
叢
書
﹄
M
收
の
初
刻
本
時
點
で
は
未
刻
で
あ
っ
た
た
め
︑
和
刻
本

を
活
用
し
て
い
る
︒﹃
佛
祖
瓜
紀
﹄
の
書
誌
學
�
檢
討
は
會
谷
佳
光

︹
二
〇
〇
八
︺・︹
二
〇
〇
九
︺
參
照
︒

(35
)

『
小
畜
集
﹄
卷
二
十
︑
﹁
左
街
僧
錄
!
惠
大
師
�
集
序
﹂︒

(36
)

太
祖
皇
f
初
幸
相
國
寺
︑
至
佛
宴
�
燒
香
︑
問
﹁
當
拜
與
不

拜
？
﹂
僧
錄
贊
寧
奏
曰
﹁
不
拜
︒﹂
問
其
何
故
？
對
曰
﹁
見
在
佛
不

拜
<
去
佛
︒﹂
贊
寧
者
︑
頗
知
書
︑
�
口
辯
︑
其
語
雖
類
俳
優
︑
然

@
會
上
S
︑
故
�
笑
而
頷
之
︒
í
以
爲
定
制
︒
至
今
行
幸
焚
香
皆
不

拜
也
︒
議
者
以
爲
得
禮
︒

(37
)

李
基
白
︹
一
九
八
一
︺
一
四
二
〜
一
五
一
頁
︒

(38
)

よ
く
以
下
の
�
料
が
引
用
さ
れ
る
︒﹃
高
麗
�
﹄
卷
九
十
三
︑
列

傳
卷
六
︑
諸
臣
一
︑
徐
弼
︒

時
光
宗
厚
待
投
�
漢
人
︑
擇
取
臣
僚

第
宅
[
女
與
之
︒
一
日
弼
奏
曰
﹁
臣
居
第
稍
寬
︒
願
以
獻
焉
︒
﹂
光

宗
問
其
故
︒
對
曰
﹁
今
投
�
人
︑
擇
官
而
仕
︑
擇
屋
而
處
︒
世
臣
故

家
︑
反
多
失
M
︒
臣
愚
ï
爲
子
孫
計
︒
宰
相
居
第
︑
非
其
�
也
︒
[

臣
之
存
︑
_
取
之
︒
臣
以
祿
俸
之
餘
ð
營
小
第
︒
庶
無
後
悔
︒﹂
光

宗
怒
︒
然
卒
感
悟
︑
不
復
奪
臣
僚
第
宅
︒

(39
)

金
龍
善
︹
一
九
八
一
︺
九
七
〜
一
〇
〇
頁
︒
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(40
)

金
龍
善
︹
一
九
九
六
︺
一
〇
二
頁
︒

(41
)

竺
沙
§
違
︹
二
〇
〇
〇
b
︺︒

(42
)

『佛
祖
瓜
紀
﹄
卷
二
十
四
︑
歷
代
傳
敎
表
第
一
︒

円
隆
元
年

﹇
庚
申
盡
三
年
﹈︑
吳
越
王
錢
俶
︑
i
;
ò
高
麗
・
日
本
︑
求
ó
逸
敎

乘
論
駅
︒
円
隆
二
年
︑
高
麗
國
i
沙
門
諦
觀
︑
持
天
台
論
駅
︑
至
螺

溪
︒

(43
)

畑
中
淨
園
︹
一
九
五
四
︺︒

(44
)

『佛
祖
瓜
紀
﹄
卷
十
︑
諸
祖
旁
出
世
家
第
二
︑
淨
光
旁
出
世
家
︑

高
麗
諦
觀
法
師
︒

觀
師
旣
至
︒
聞
螺
溪
善
`
}
︑
卽
ò
參
謁
︑
一

見
心
 
︑
í
禮
爲
師
︒
(中
略
)
師
留
螺
溪
十
年
︑
一
日
坐
c
︒

(45
)

坦
�
が
王
師
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
光
宗
十
九
年

(九
六
八
)︒
歸

法
寺
の
創
円
は
光
宗
十
一
年

(九
六
〇
)︒

(46
)

一
九
七
〇
年
代
に
︑
均
如
と
光
宗
が
協
力
し
て
佛
敎
界
を
瓜
合
し

た
︑
と
い
う
說
が
出
て
硏
究
�
に
お
け
る
華
嚴
宗
の
比
重
が
高
く

な
っ
た
︒
金
杜
珍
︹
一
九
七
七
︺︑
金
龍
善
︹
一
九
八
一
︺
な
ど
參

照
︒

(47
)

｢元
宗
大
師
碑
�

(碑
陰
)﹂﹃
�
鮮
金
石
總
覽
﹄
(上
)

乾
德
九

年
歲
E
辛
未
十
�
二
十
一
日
於
元
和
殿
開
讀
大
藏
經
時
︑
皇
f
陛
下

(=

光
宗
を
指
す
︒)
詔
曰
﹁
國
內
寺
院
唯
�
三
處
︑
只
留
不
動
︒
門

下
弟
子
相
續
a
持
︑
代
代
不
絕
︒
以
此
爲
矩
︒﹂
M
謂
︑
高
�
院
・

曦
陽
院
・
5
峯
院
︒

(48
)

『宋
高
僧
傳
﹄
卷
二
十
八
︑
興
福
â
第
九
之
三
︑
大
宋
錢
塘
永
C

寺
#
壽
傳
十
二
︑
參
照
︒﹃
宋
高
僧
傳
﹄
の
成
立
は
端
拱
元
年

(九

八
八
)
で
あ
り
︑
ま
た
著
者
の
贊
寧
は
#
壽
と
�
液
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
︑
信
憑
性
が
高
い
︒

(49
)

 
城
末
治
︹
一
九
三
五
︺
三
五
〇
頁
參
照
︒

(50
)

『
高
麗
�
�
�
﹄
卷
二
︑
景
宗
元
年
十
一
�
條
︒

(51
)

矢
木
毅
︹
二
〇
〇
八
︺
八
頁
︒

(52
)

『高
麗
�
�
�
﹄
卷
二
︑
成
宗
十
二
年
十
�
條
︒

(53
)

『
高
麗
�
﹄
卷
九
十
四
︑
列
傳
卷
七
︑
徐
熙
傳
︒

(54
)

『高
麗
�
�
�
﹄
卷
二
︑
成
宗
十
三
年
二
�
條
︒

始
行
契
丹
年

號
︒

(55
)

矢
木
毅
︹
二
〇
〇
八
︺
九
頁
︒

(56
)

『宋
�
﹄
卷
四
百
八
十
七
︑
高
麗
傳
︒

(
淳
�
)
五
年
六
�
︑
i

;
元
郁
來
乞
師
︑
愬
以
契
丹
寇
境
︒
�
廷
以
北
鄙
甫
寧
︑
不
可
輕
動

干
戈
︑
爲
國
生
事
︒
但
賜
詔
慰
撫
︑
厚
禮
其
;
i
Ñ
︒
自
是
Z
制
于

契
丹
︑
�
貢
中
絕
︒

(57
)

池
內
宏
︹
一
九
三
七
a
︺
︒
ま
た
︑
張
東
õ
は
成
宗
〜
穆
宗
に
至

る
こ
の
時
�
を
高
麗
・
契
丹
・
北
宋
な
ど
の
諸
國
の
﹁
共
存
の
時

�
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
張
東
õ
︹
二
〇
一
五
︺︒

(58
)

成
宗
は
崔
承
老
の
円
議
に
從
い
國
家
�
な
佛
敎
行
事
を
V
て
停
止

し
た
︒
조
경
시
︹
二
〇
〇
〇
︺︒

(59
)

『
高
麗
�
﹄
卷
百
二
十
七
︑
Ú
¢
︑
康
兆
傳
︒

兆
廢
穆
宗
︑
爲

讓
國
公
︒
(中
略
)
兆
︑
i
尙
藥
直
長
金
光
甫
�
詠
︒
穆
宗
不
肯
飮
︒

光
甫
謂
隨
從
中
禁
安
ö
等
曰
﹁
兆
言
︑
若
不
能
�
詠
︑
可
令
中
禁
軍

士
︑
行
大
事
︑
報
以
自
÷
︒
不
爾
︑
吾
與
若
等
俱
族
矣
︒﹂
夜
︑
ö

等
弑
之
︑
以
自
刎
聞
︒
取
門
ù
爲
棺
︑
權
厝
于
館
︒
兆
;
人
︑
以
縣

倉
米
︑
作
飯
祭
之
︒

(60
)

｢智
宗
碑
�
﹂

淳
�
中
︑
以
特
飛
芝
詔
︑
�
入
蘂
宮
︑
_
º
高

談
︑
冀
聞
妙
義
︒
寧
效
少
林
之
觀
壁
︑
且
同
宣
室
之
話
釐
︒
載
窹
宸
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襟
︑
優
承
寵
貺
︑
仍
Z
b
衲
蔭
脊
︒

(61
)

『佛
祖
瓜
紀
﹄
卷
四
十
四
︑
法
R
!
塞
志
第
十
︒

(淳
�
元
年
)

高
麗
國
王
治
︑
i
;
乞
賜
﹃
大
藏
經
﹄
幷
﹁
御
製
佛
乘
�
集
﹂︒
詔

給
之
︒
(中
略
)
(淳
�
四
年
)
高
麗
國
王
治
︑
i
;
謝
賜
﹃
藏
經
﹄

﹁
御
製
�
集
﹂︒

(62
)

『佛
祖
瓜
紀
﹄
卷
四
十
四
︑
法
R
!
塞
志
第
十
︒﹁
御
製
佛
乘
�

集
﹂
が
具
體
�
に
何
を
指
す
の
か
詳
か
で
な
い
が
︑﹃
高
麗
大
藏
經

初
刻
本
輯
刊
﹄
M
收
の
宋
太
宗
﹃
御
製
祕
藏
%
﹄﹃
御
製
逍
遙
詠
﹄

﹃
御
製
緣
識
﹄
を
指
す
か
︒

(63
)

義
寂
は
雍
熙
四
年

(九
八
七
)
に
︑
義
!
は
端
拱
元
年

(九
八

八
)
に
c
く
な
っ
て
い
る
︒

(64
)

｢智
宗
碑
�
﹂

穆
宗
繼
承
先
志
︑
亦
閲
:
緣
︑
Ã
鶴
儀
而
暫
不

曠
時
︑
垂
鴻
霈
以
略
無
虛
歲
︒
纍
加
﹁
光
天
*
炤
至
覺
智
滿
圓
默
禪

師
﹂︑
贈
繡
方
袍
︑
ü
以
佛
恩
寺
・
護
國
外
f
釋
院
等
爲
a
持
之
M

焉
︒

(65
)

『高
麗
�
�
�
﹄
卷
二
︑
穆
宗
三
年
冬
十
�
條
︒

冬
十
�
︒
創

崇
敎
寺
︑
爲
願
刹
︒

(66
)

�
料
の
È
刻
は
︑
京
都
國
立
¹
物
館
︹
二
〇
一
四
︺
の
畫
宴
に
よ

り
作
成
︒

(67
)

二
人
の
關
係
に
つ
い
て
は
池
內
宏
︹
一
九
三
七
b
︺︑
李
泰
鎭

︹
一
九
七
七
︺
に
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

(68
)

澶
淵
の
Â
に
關
し
て
は
古
松
崇
志
︹
二
〇
〇
七
︺
參
照
︒

(69
)

『高
麗
�
﹄
卷
八
十
八
︑
后
妃
傳
一
︑
景
宗
︒

獻
哀
王
太
后
皇

甫
氏
︑
戴
宗
之
女
︒
生
穆
宗
︒
穆
宗
卽
位
︑
册
上
-
號
曰
︑
應
天
º

»
靜
德
王
太
后
︒
穆
宗
年
已
十
八
︑
太
后
攝
政
︑
居
千
秋
殿
︑
世
號

千
秋
太
后
︒
與
金
致
陽
!
而
生
子
︑
欲
以
其
子
嗣
王
位
︒

(70
)

『高
麗
�
﹄
卷
百
二
十
七
︑
Ú
¢
︑
金
致
陽
傳
︒

忌
大
良
君
︑

Ø
令
爲
僧
︑
屢
欲
Å
之
︒

(71
)

王
詢
が
出
家
し
た
こ
と
で
︑
王
室
に
は
金
致
陽
と
千
秋
太
后
の
閒

に
生
ま
れ
た
子
供
以
外
に
王
位
繼
承
の
m
格
者
が
い
な
く
な
っ
た
よ

う
で
あ
る
︒
何
故
な
ら
康
兆
が
擧
兵
し
て
金
致
陽
と
そ
の
子
供
を
殺

Å
し
た
後
︑
わ
ざ
わ
ざ
出
家
し
て
い
た
王
詢
を
�
え
に
行
き
國
王
の

座
に
つ
け
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
︑
顯
宗
は
卽
位
後
に
︑
か
つ
て
宗

族
で
あ
っ
た
が
罪
を
得
て
宗
籍
か
ら
除
外
さ
れ
た
王
琳
・
禎
兄
弟
を

宗
族
に
復
歸
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
も
宗
室
を
再
生
す
る

た
め
の
政
策
で
あ
ろ
う
︒
﹃
高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
三
年
三
�

條
︒

太
子
詹
事
禎
卒
︒
太
祖
庶
孫
也
︒
其
父
東
陽
君
︑
險
戾
︑
�

結
群
小
︑
潛
懷
衣
圖
︑
光
宗
賜
死
︒
禎
與
其
兄
左
僕
射
琳
︑
以
幼
獲

免
︑
Q
竄
民
閒
︑
丐
乞
爲
生
︒
康
兆
用
事
︑
円
議
興
復
宗
室
︑
奏
}

禎
兄
弟
�
位
︑
給
臧
獲
田
莊
︑
始
入
屬
籍
︒

(72
)

池
內
宏
︹
一
九
三
七
b
︺︑
金
泰
鎭
︹
一
九
七
七
︺︑
金
大
淵
︹
二

〇
〇
七
︺
參
照
︒

(73
)

池
內
宏
︹
一
九
三
七
c
︺︑
홍
영
의
︹
二
〇
一
〇
︺︒

(74
)

『高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
五
年
八
�
條
︒

八
�
︑
i
內
�

舍
人
尹
徵
古
如
宋
︑
獻
金
線
織
成
龍
鳳
鞍
幞
・
繡
龍
鳳
鞍
幞
各
二
・

良
馬
二
十
二
�
︑
仍
_
歸
附
如
舊
︒
宋
f
詔
登
州
置
館
于
海
E
︑
以

待
之
︒

(75
)

『高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
六
年
是
歲
條
︒

i
民
官
侍
郞
郭

元
如
宋
︑
貢
方
物
︑
仍
吿
契
丹
連
歲
來
G
︒

(76
)

『高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
七
年
正
�
條
︒

郭
元
Ñ
自
宋
︒
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元
之
入
宋
︑
會
女
眞
亦
訴
爲
契
丹
騷
動
︑
纍
年
不
得
�
︒
f
以
契
丹

旣
Z
Â
︑
難
於
答
辭
︒
(中
略
)
敕
元
è
開
寶
寺
︒
密
;
館
�
員
外

郞
張
師
德
開
諭
︒
師
德
與
元
登
塔
︑
從
容
謂
曰
﹁
今
京
都
高
屋
大
廈

摠
是
軍
營
︒
今
陛
下
一
瓜
寰
海
︑


且
養
卒
︑
日
令
�
戰
︑
以
備
北

方
︒
天
子


且
如
此
︒
況
貴
國
與
之
連
境
︑
結
好
息
民
︑
是
�
圖

也
︒﹂

(77
)

『高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
七
年
是
歲
條
︒

是
歲
︑
復
行
宋

年
號
︒

(78
)

こ
の
時
に
郭
元
が
北
宋
に
持
っ
て
行
っ
た
表
�
は
﹃
東
人
之
�
四

六
﹄
事
大
︑
に
收
錄
さ
れ
て
い
て
︑
北
宋
へ
の
事
大
を
�
提
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
�
で
き
る
︒

(79
)

｢智
宗
碑
�
﹂

方
推
_
益
之
ï
︑
勉
盡
質
疑
之
問
︑
日
改
�
�
︑

聞
斯
行
諸
︑
師
謦
欬
一
�
︑
言
提
萬
行
︑
簴
洪
鍾
而
待
扣
︑
j
應
�

緣
︑
臺
藻
鏡
以
忘
罷
︑
炤
!
無
礙
︑
㪺
定
水
而
m
f
澤
︑
廓
眞
空
而

�
皇
風
︑
其
利
¹
哉
︑
爲
弘
濟
也
︒

(80
)

『宋
�
﹄
卷
四
百
八
十
七
︑
高
麗
傳
︑
天
禧
五
年
條
︒

(天
禧
)

五
年
︒
詢
i
吿
奏
;
御
事
禮
部
侍
郞
韓
祚
等
一
百
七
十
九
人
來
謝
恩
︑

且
言
與
契
丹
修
好
︒
印
表
乞
陰
陽
地
理
書
・
»
惠
方
︑
竝
賜
之
︒

(81
)

『高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
十
三
年
夏
四
�
條
︒

夏
四
�
︒

契
丹
i
御
�
大
夫
蕭
懷
禮
等
來
︑
册
王
開
府
儀
同
三
司
守
尙
書
令
上

�
國
高
麗
國
王
食
邑
一
萬
戶
食
實
封
一
千
戶
︑
仍
賜
車
 
儀
物
︒
自

是
復
行
契
丹
年
號
︒

(82
)

韓
國
の
國
立
中
央
¹
物
館
M
藏
の
拓
本
よ
り
È
刻
︒

(83
)

正
�
で
あ
る
﹃
高
麗
�
﹄﹃
高
麗
�
�
�
﹄
で
は
﹁
姜
邯
贊
﹂
と

表
記
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
本
�
で
は
﹁
姜
邯
贊
﹂
に
瓜
一
す
る
︒

(84
)

姜
邯
贊
が
神
格
�
さ
れ
た
こ
と
を
傳
え
る
逸
話
は
﹃
高
麗
�
﹄
卷

九
十
四
︑
列
傳
卷
第
七
や
﹃
韓
國
金
石
�
大
系
﹄
卷
六
︑
ソ
ウ
ル
特

別
市
A
M
收
の
﹁
姜
邯
贊
落
星
垈
塔
銘
﹂
な
ど
が
あ
る
︒

(85
)

『
高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
二
十
年
十
一
�
條
︒

參
知
政
事

郭
元
卒
︒
(
中
略
)
[
興
遼
Ú
︑
密
奏
曰
﹁
鴨
江
東
Û
契
丹
保
障
︒

今
可
乘
機
取
之
︒﹂
崔
士
威
・
徐
訥
・
金
猛
等
皆
上
書
不
可
︒
元
固

執
︑
i
兵
攻
之
︑
不
克
︒
慚
恚
發
疽
而
卒
︒

(86
)

崔
炳
憲
︹
一
九
八
一
︺
二
四
九
頁
︑
許
興
�
︹
一
九
八
六
b
︺
二

一
六
頁
︒

(87
)

竺
沙
§
違
︹
二
〇
〇
〇
a
︺︒

(88
)

『
高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
九
年
六
�
條
︒

始
創
玄
�
寺
︑

以
m
考
妣
冥
福
︒

(89
)

『
高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
十
一
年

(一
〇
二
〇
)
九
�
條
︒

王
如
玄
�
寺
︑
親
擊
怨
鑄
鍾
︒
印
令
群
僚
擊
之
︑
各
ç
衣
物
�
段
︒

(90
)

『
高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
十
二
年

(一
〇
二
一
)
八
�
條
︒

王
如
玄
�
寺
觀
立
碑
︑
親
篆
額
︒
嘗
命
�
林
學
士
周
佇
製
碑
�
︒

(91
)

『
高
麗
�
�
�
﹄
卷
三
︑
顯
宗
十
一
年

(一
〇
二
〇
)
八
�
條
︒

八
�
︒
以
安
西
5
屯
田
一
千
二
百
四
十
結
施
É
于
玄
�
寺
︒
兩
省
再

三
論
�
︑
不
É
︒

ち
な
み
に
こ
の
年
︑
法
鏡
が
王
師
に
册
封
さ
れ

て
い
る
︒

(92
)

崔
炳
憲
︹
一
九
八
一
︺
二
四
三
頁
︒

(93
)

｢
高
麗
國
靈
鷲
山
大
慈
恩
玄
�
寺
碑
陰
記
﹂
の
﹁
得
見
北
�
差
人

再
來
_
和
好
︑
[
至
戈
戟
偃
藏
︑
人
民
蘇
息
︒﹂
と
い
う
一
�
は
︑

北
�

(契
丹
)
と
の
關
係
安
定
に
よ
り
戰
時
狀
態
か
ら
解
放
さ
れ
る

こ
と
を
願
う
一
�
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒
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(94
)

『高
麗
�
�
�
﹄
卷
七
︑
睿
宗
二
年
正
�
條
︒

以
僧
曇
眞
爲
王

師
︒
初
王
欲
封
眞
爲
王
師
︑
以
右
諫
議
金
緣
爲
封
崇
;
︒
緣
辭
曰

﹁
臣
職
在
諫
院
︑
已
言
封
王
師
之
不
可
︑
未
蒙
兪
允
︒
印
從
而
行
之
︑

則
是
欺
殿
下
也
︒﹂
王
强
之
再
三
︑
固
辭
不
就
︒
改
命
內
侍
柳
臺
樹
︒

(95
)

『高
麗
�
﹄
卷
九
十
六
︑
列
傳
︑
諸
臣
︑
金
仁
存
︒

金
仁
存
︑

字
處
厚
︑
初
名
緣
︑
怨
羅
宗
室
角
干
周
元
之
後
︒
(中
略
)
遼
;
學

士
孟
初
至
︑
仁
存
爲
接
�
︒
初
見
其
年
少
︑
頗
易
之
︒
嘗
一
日
︑
竝

轡
出
郊
︒
�
始
霽
︑
茫
然
無
M
見
︒
唯
馬
蹄
觸
地
作
聲
︒
初
唱
云

﹁
馬
蹄
踏
�
乾
雷
動
︒﹂
仁
存
卽
應
聲
曰
﹁
旗
尾
飜
風
烈
火
飛
︒﹂
初

愕
然
曰
﹁
眞
天
才
也
︒﹂
由
是
�
好
日
篤
︑
相
唱
和
︒
[
別
︑
解
金

帶
贈
之
︒

(中
略
)
肅
宗
薨
︑
仁
存
吿
哀
于
遼
︒

(96
)

『高
麗
�
﹄
卷
九
十
六
︑
列
傳
︑
諸
臣
︑
金
仁
存
︒

王
將
伐
東

女
眞
︑
大
臣
皆
贊
成
之
︑
仁
存
獨
上
䟽
極
諫
︑
不
報
︒
[
尹
瓘
等
破

女
眞
築
九
城
︑
女
眞
失
窟
穴
︑
連
歲
來
爭
︑
我
兵
喪
失
甚
多
︒
女
眞

亦
厭
苦
︑
i
;
_
和
︑
乞
Ñ
舊
地
︒
群
臣
議
多
衣
同
︑
王


豫
未
決
︒

仁
存
言
﹁
土
地
本
以
養
民
︒
今
爭
城
殺
人
︑
莫
如
Ñ
其
地
以
息
民
︒

今
不
與
︑
必
與
契
丹
生
釁
︒
﹂
王
問
其
故
︒
仁
存
曰
﹁
國
家
初
築
九

城
︑
;
吿
契
丹
表
稱
︑“
女
眞
弓
漢
里
︑
乃
我
舊
地
︑
其
居
民
亦
我

A
氓
︒
·
來
寇
邊
不
已
︒
故
收
復
而
築
其
城
︒”
表
辭
如
是
︑
而
弓

漢
里
-
長
︑
多
Z
契
丹
官
職
者
︒
故
契
丹
以
我
爲
妄
言
︑
其
囘
詔
云

“
�
貢
封
違
︑
粗
陳
事
勢
︑
其
閒
土
地
之
M
屬
︑
戶
口
之
攸
歸
︑
已

敕
�
司
︑
俱
行
檢
勘
︑
相
E
別
影
指
揮
︒”
以
此
思
之
︑
國
家
不
Ñ

九
城
︑
契
丹
必
加
責
讓
我
︒
若
東
備
女
眞
︑
北
備
契
丹
︑
則
臣
恐
九

城
非
三
韓
之
福
也
︒
﹂
王
然
之
︒

(97
)

『
高
麗
�
﹄
卷
九
十
六
︑
列
傳
︑
諸
臣
︑
金
仁
存
︒


祕
書
監
︑

奉
;
如
宋
︒
5
宗
侍
之
甚
厚
︑
屢
賜
宴
︑
宴
器
皆
用
白
玉
︒
仁
存
以

爲
﹁
f
厚
我
國
︑
享
禮
雖
衣
常
︑
然
觀
時
事
︑
華
侈
太
甚
可
嘆
︒﹂

Ñ
至
慶
源
郡
︑
聞
父
喪
︑
以
;
事
付
其
介
︑
í
奔
喪
不
復
命
︒
時
人

譏
其
失
禮
︒

【
�

料
︼

『御
製
祕
藏
%
﹄
影
印
本
︑﹃
高
麗
大
藏
經
初
刻
本
輯
刊
﹄
第
七
七
册
︑
第
七
八
册
︑
西
南
師
範
大
學
出
版
社

『御
製
逍
遙
詠
﹄
影
印
本
︑﹃
高
麗
大
藏
經
初
刻
本
輯
刊
﹄
第
七
八
册
︑
西
南
師
範
大
學
出
版
社

『御
製
緣
識
﹄
影
印
本
︑﹃
高
麗
大
藏
經
初
刻
本
輯
刊
﹄
第
七
八
册
︑
西
南
師
範
大
學
出
版
社

『宗
鏡
錄
﹄
影
印
本
︑﹃
高
麗
大
藏
經
﹄
第
四
四
册
︑
補
ó
Ⅰ
︑
東
國
大
學
校
出
版
部

『佛
祖
瓜
紀
﹄
影
印
本
︑﹃
四
庫
V
書
存
目
叢
書
﹄
子
部
第
二
五
四
册
︑
四
十
卷
︑
卷
二
十
一
用
鈔
本
補
	
十
四
册
︑
法
R
!
塞
志
未
刻
︑
齊
魯
書
社

『佛
祖
瓜
紀
﹄
和
刻
本
︑
五
五
卷
本
︑
京
都
大
學
�
學
部
圖
書
館
藏

『景
德
傳
燈
錄
﹄
影
印
本
︑
禪
�
�
硏
究
M
A
︑
基
本
典
籍
叢
刊
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『宋
高
僧
傳
﹄︑﹃
佛
門
典
�
﹄
(上
)
(下
)︑
范
祥
雍
點
校
︑
上
海
古
籍
出
版
社

『孟
子
﹄
影
印
本
︑﹃
十
三
經
�
駅
﹄
嘉
慶
刊
本
︑
中
華
書
局

『m
治
!
鑑
﹄
影
印
本
︑
上
海
古
籍
出
版
社

『高
麗
�
﹄
影
印
本
︑
亞
細
亞
�
�
社

『高
麗
�
�
�
﹄
影
印
本
︑
學
�
院
東
洋
�
�
硏
究
M

『東
人
之
�
四
六
﹄
影
印
本
︑
º
C
大
學
校
出
版
部

『�
鮮
金
石
總
覽
﹄
(上
)
�
鮮
總
督
府
A

『韓
國
金
石
�
大
系
﹄
卷
三
︑
慶
尙
北
5
â
︑
趙
東
元
A
著
︑
圓
光
大
學
出
版
局

『韓
國
金
石
�
大
系
﹄
卷
五
︑
京
畿
5
A
︑
趙
東
元
A
著
︑
圓
光
大
學
出
版
局

『韓
國
金
石
�
大
系
﹄
卷
六
︑
ソ
ウ
ル
特
別
市
A
︑
趙
東
元
A
著
︑
圓
光
大
學
出
版
局

『韓
國
金
石
�
大
系
﹄
卷
七
︑
江
原
5
A
︑
趙
東
元
A
著
︑
圓
光
大
學
出
版
局

『舊
五
代
�
﹄
中
華
書
局

『宋
�
﹄
中
華
書
局

『遼
�
﹄
中
華
書
局

『歸
田
錄
﹄
中
華
書
局

『小
畜
集
﹄
影
印
本
︑﹃
景
印
�
淵
閣
四
庫
V
書
﹄
第
一
〇
八
六
册
M
收
︑
驪
江
出
版
社

『宣
和
奉
;
高
麗
圖
經
﹄
影
印
本
︑
國
立
故
宮
¹
物
院
善
本
叢
書

『京
都
國
立
¹
物
館
M
藏
名
品
1
2
0
6

京
へ
の
い
ざ
な
い
﹄
京
都
國
立
¹
物
館
︑︹
二
〇
一
四
︺

【
參
考
�
獻
︼

(日
本
語
)

會
谷
佳
光
︹
二
〇
〇
八
︺﹁﹃
佛
祖
瓜
紀
﹄
宋
版
の
出
版
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
東
洋
�
庫
藏
﹃
四
庫
V
書
存
目
叢
書
﹄
に
寄
せ
て
﹂﹃
東
洋
�
庫
書
報
﹄
第
四
〇
號

會
谷
佳
光
︹
二
〇
〇
九
︺﹁
江
戶
時
代
に
お
け
る
﹃
佛
祖
瓜
紀
﹄
の
出
版
﹂﹃
日
本
漢
�
學
硏
究
﹄
第
四
號

池
內
宏
︹
一
九
三
七
a
︺﹁
高
麗
成
宗
�
に
於
け
る
女
眞
[
び
契
丹
と
の
關
係
﹂﹃
滿
鮮
�
硏
究
中
世
第
二
册
﹄
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池
內
宏
︹
一
九
三
七
b
︺﹁
高
麗
穆
宗
�
の
禍
亂
﹂﹃
滿
鮮
�
硏
究
中
世
第
二
册
﹄

池
內
宏
︹
一
九
三
七
c
︺﹁
契
丹
»
宗
の
高
麗
征
伐
﹂﹃
滿
鮮
�
硏
究
中
世
第
二
册
﹄

今
西
龍
︹
一
九
一
一
︺﹁
正
豐
峻
豐
等
の
年
號
﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
第
一
卷

 
城
末
城
︹
一
九
三
五
︺﹃
�
鮮
金
石
攷
﹄
大
阪
屋
號
書
店

竺
沙
§
違
︹
二
〇
〇
〇
a
︺﹁
宋
元
時
代
の
慈
恩
宗
﹂﹃
宋
元
佛
敎
�
�
�
硏
究
﹄
�
古
書
院

竺
沙
§
違
︹
二
〇
〇
〇
b
︺﹁
宋
代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
佛
敎
の
�
液
﹂﹃
宋
元
佛
敎
�
�
�
硏
究
﹄
�
古
書
院

竺
沙
§
違
︹
二
〇
〇
〇
c
︺﹁
怨
出
m
料
よ
り
み
た
遼
代
の
佛
敎
﹂﹃
宋
元
佛
敎
�
�
�
硏
究
﹄
�
古
書
院

畑
中
淨
園
︹
一
九
五
四
︺﹁
吳
越
の
佛
敎

︱
︱
特
に
天
台
德
韶
と
そ
の
嗣
永
C
#
壽
に
つ
い
て
︱
︱
﹂﹃
大
谷
大
學
硏
究
年
報
﹄
第
七
號

古
松
崇
志
︹
二
〇
〇
七
︺﹁
契
丹
・
宋
閒
の
澶
淵
體
制
に
お
け
る
國
境
﹂﹃
�
林
﹄
第
九
〇
卷
第
一
號

牧
田
諦
亮
︹
一
九
五
三
︺﹁
君
%
獨
裁
社
會
に
於
け
る
佛
敎
敎
團
の
立
場

(上
)
︱
︱
宋
僧
贊
寧
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂﹃
佛
敎
�
�
硏
究
﹄
三

矢
木
毅
︹
二
〇
〇
八
︺﹃
高
麗
官
僚
制
度
硏
究
﹄
京
都
大
學
學
�
出
版
會

柳
幹
康
︹
二
〇
一
五
︺﹃
永
C
#
壽
と
﹃
宗
鏡
錄
﹄
の
硏
究

︱
︱
一
心
に
よ
る
中
國
佛
敎
の
再
A
﹄
法
藏
館

(�
鮮
語
)

金
大
淵
︹
二
〇
〇
七
︺﹁
高
麗
顯
宗
の
卽
位
と
契
丹
の
G
掠
原
因
﹂﹃
韓
國
中
世
�
硏
究
﹄
二
二
號

金
杜
珍
︹
一
九
七
七
︺﹁
均
如
の
生
涯
と
著
営
﹂﹃
歷
�
學
報
﹄
第
七
五
・
七
六
號

金
杜
珍
︹
一
九
八
三
︺﹁
高
麗
光
宗
代
の
法
眼
宗
の
登
場
と
そ
の
性
格
﹂﹃
韓
國
�
學
﹄
四
號

金
龍
善
︹
一
九
八
一
︺﹁
光
宗
の
改
革
と
歸
法
寺
﹂
李
基
白
A
﹃
高
麗
光
宗
硏
究
﹄
一
潮
閣

金
龍
善
︹
一
九
九
六
︺﹁
高
麗
�
�
の
法
眼
宗
と
智
宗
﹂
金
福
順
ら
共
著
﹃
江
原
佛
敎
�
硏
究
﹄
�
林
科
學
院
叢
書

김
윤
지
︹
二
〇
一
六
︺﹁
高
麗
光
宗
代
僧
階
制
の
施
行
と
佛
敎
界
の
展
開
﹂﹃
韓
國
思
想
�
學
﹄
第
五
四
輯

朴
胤
珍
︹
二
〇
〇
六
︺﹃
高
麗
時
代
王
師
國
師
硏
究
﹄
景
仁
�
�
社

李
基
白
︹
一
九
八
一
︺﹁
高
麗
初
�
五
代
と
の
關
係
﹂﹃
高
麗
光
宗
硏
究
﹄
一
潮
閣

李
龍
範
︹
一
九
八
九
︺﹁
胡
僧
襪
囉
の
高
麗
ò
復
﹂﹃
韓
滿
�
液
�
硏
究
﹄
同
和
出
版
公
社

李
泰
鎭
︹
一
九
七
七
︺﹁
金
致
陽
亂
の
性
格

︱
︱
高
麗
初
西
京
勢
力
の
政
治
�
推
移
と
關
聯
し
て
︱
︱
﹂﹃
韓
國
�
硏
究
﹄
第
一
七
號

崔
炳
憲
︹
一
九
八
一
︺﹁
高
麗
中
�
玄
�
寺
の
創
円
と
法
相
宗
の
隆
盛
﹂﹃
�
學
論
叢
﹄
韓
㳓
劤
¹
士
停
年
紀
念
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張
東
õ
︹
二
〇
一
五
︺﹁
高
麗
時
代
に
行
わ
れ
た
對
外
政
策
の
諸
類
型
﹂﹃
韓
國
中
世
�
硏
究
﹄
四
二
號

조
경
시
︹
二
〇
〇
〇
︺﹁
高
麗
成
宗
代
の
對
佛
敎
施
策
﹂﹃
韓
國
中
世
�
硏
究
﹄
九
號

홍
영
의
︹
二
〇
一
〇
︺﹁
高
麗
顯
宗
の
羅
州
南
幸
時
の
公
州
經
由
の
背
景
と
S
義
﹂﹃
韓
國
中
世
�
硏
究
﹄
二
九
號

許
興
�
︹
一
九
七
五
︺﹁
高
麗
時
代
の
國
師
・
王
師
制
度
と
そ
の
機
能
﹂﹃
歷
�
學
報
﹄
六
七
號

(
↓
許
興
�
︹
一
九
八
六
d
︺)

許
興
�
︹
一
九
八
六
a
︺﹁
華
嚴
宗
の
繼
承
と
M
屬
寺
院
﹂﹃
高
麗
佛
敎
�
硏
究
﹄
一
潮
閣

許
興
�
︹
一
九
八
六
b
︺﹁
瑜
伽
宗
の
繼
承
と
M
屬
寺
院
﹂﹃
高
麗
佛
敎
�
硏
究
﹄
一
潮
閣

許
興
�
︹
一
九
八
六
c
︺﹁
禪
宗
の
繼
承
と
M
屬
寺
院
﹂﹃
高
麗
佛
敎
�
硏
究
﹄
一
潮
閣

許
興
�
︹
一
九
八
六
d
︺﹁
國
師
・
王
師
制
度
と
そ
の
機
能
﹂﹃
高
麗
佛
敎
�
硏
究
﹄
一
潮
閣

許
興
�
︹
一
九
八
六
e
︺﹁
僧
科
制
度
と
そ
の
機
能
﹂﹃
高
麗
佛
敎
�
硏
究
﹄
一
潮
閣

(中
國
語
)

黃
敬
家
︹
二
〇
〇
八
︺﹃
贊
寧
︽
宋
高
僧
傳
︾
敍
事
硏
究
﹄
臺
灣
學
生
書
局
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APPOINTMENT OF THE ROYAL PRECEPTOR IN THE EARLY

GORYEO PERIOD AND ITS RELATION TO

THE INTERNATIONAL SITUATION

NAKAMURA Shinʼnosuke

This paper focuses on the life of Jijong 智宗, who was active during the period

extending from the reign of King Gwangjong 光宗 (r. 949-975) to that of King

Hyeonjong 顯宗 (r. 1009-1031), as well as on relations between Buddhism and

Goryeoʼs politics.

The first section surveys the life of Jijong based of the primary historical

source “Stelae Inscription of Jijong” 智宗碑� and clarifies some aspects of the

interactions between Buddhists in China and Goryeo at that time by analyzing

biographies of his monastic teachers and his contemporaries. Since there were

certain correlations between Goryeoʼs diplomatic relations and the appointment of

the royal preceptor 王師 are clarified in this paper, it is also essential to consider the

international situation in which Goryeo was placed at that time.

The second section elucidates the relationship between diplomacy and

Buddhism in Goryeo during the period from the reign of King Gwangjong 光宗 (r.

949-975) to that of King Mokjong 穆宗 (r. 997-1009). King Gwangjong recognized

the political supremacy of the Later Zhou and the Northern Song dynasties and

tried to centralize power in Goryeo by the means of stable international relations.

This situation changed after the invasion of the Khitans, when King Seongjong成宗

(r. 981-997) was in power. Goryeo, forced to yield to Khitan power, recognized the

supremacy of the Khitans instead of the Northern Song. This section also contains

information about the activity of Jijong and his participation in international

relations of Goryeo.

The third section provides an overview of diplomacy and Buddhism in Goryeo

from the appointment of Jijong as royal preceptor until his death. After complex

diplomatic negotiations, Goryeo shifted its subordinate status from the Northern

Song to the Khitans. Jijong was the last royal preceptor, who came from the Seon

school 禪宗. For about 80 years following Jijong, royal preceptors were representa-

tives of the Hwaǒm school 華嚴宗 and the Beopsang school 法相宗.

This paper traces the political and diplomatic history of Goryeo until the end of

military struggle with the Khitans and the appointment of Beobgyeong 法鏡 as

royal preceptor and presents correlations between Goryeoʼs diplomatic policies and
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role of Buddhists within them.

THE QINʼS CONCEPTS OF STATE AND CAPITAL DISTRICT

DURING THE WARRING STATES PERIOD

WATANABE Hideyuki

This paper reconsiders several important aspects of the Qinʼs concepts of state

and capital district during the Warring States period, particularly in terms of inter-

regional relationships and the process by which they expanded their area of

dominion.

In this paper I considered three major issues. First, I reconsidered the

character bang 邦 that appears in Qin period documents. While bang basically

means nation or state, it also had a range of ambiguous uses, with recent theories

being posited that bang referred only to the capital district, the central precinct.

This paper refutes that theory, stating that the only specific examples of the term

referring solely to the capital district are found at an older stage of the legal system

when the Qin domain was limited, and thus clarify that bang refers to the state or

city-state.

Second, I analyzed the terminology used to differentiate areas within the Qin

domain, and those to indicate the capital district. Earlier scholarship has strongly

supported the theory that the Qin strictly differentiated between guqin 故秦 or

“district of original dominion” and those areas and populace outside that district,

which were newly under their rule. Those theories further believed that guqin was

a “set state”. However, reexamination of related historical documents indicates

that it is wrong to interpret guqin as a “set state.” Rather, strict differentiation and

exclusion was no longer apparent during the Qinʼs process of expanding its territory

and absorbing new populations.

Third, I confirmed the terminology used for the Qin capital district, and sought

the process by which the state government system was applied to the newly

acquired regions. This process clarified the following various points. Namely, until

the late Warring State period the Qin established a division between the center

zhong 中, specifically the rulerʼs capital district, and jun 郡, the provincial govern-

ment. However, the Qin applied their existing legal framework essentially

unchanged as they expanded their territory from the former to include the latter.

Thus the relationship between capital district and provincial government was not
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